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むつ市議会第２２３回定例会会議録 第３号

平成２７年３月９日（月曜日）午前１０時開議議事日程 第３号

◎諸般の報告

【一般質問】
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（山本留義） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は23人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 山本留義 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（山本留義） 本日の会議は議事日程第３号

により議事を進めます。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（山本留義） 議事に入る前に、本日会議録

署名議員が欠席しておりますので、会議録署名議

員を追加指名いたします。

２番横垣成年議員を指名いたします。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（山本留義） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、佐々木隆徳議員、池光弘議員、石田

勝弘議員、工藤孝夫議員の一般質問を行います。

◎佐々木隆徳議員

〇議長（山本留義） まず、佐々木隆徳議員の登壇

を求めます。20番佐々木隆徳議員。

（20番 佐々木隆徳議員登壇）

〇20番（佐々木隆徳） おはようございます。一心

クラブの佐々木隆徳です。

私の地元脇野沢では、昨年の12月から１月にか

けて、21年ぶりとなるマダラの豊漁に浜は活気づ

き、久々に明るい話題の提供となったところであ

ります。マダラ漁が不漁となってから長年水揚げ

数量で、最低でも100トンを超えることを目標に

してきたところであり、今年度は最終的に数量で

200トン、金額では約8,000万円で漁期を終えたと

のことでありましたが、それでも最盛期の６分の

１程度の水揚げしかなく、ことし来るタラ漁の豊

漁を期待したいものであります。

昨年は、全国の地方議会においてさまざまな事

件が噴出した１年でもありました。セクハラ問題

に始まり政務活動費の不明朗な使途、万引きや覚

醒剤、さらには違法ドラッグの所持、国際線機内

での他の乗客との口論などなど枚挙にいとまがな

いほどでありました。また、県内でも市長選をめ

ぐる贈収賄、そして我が市議会においても大変残

念な同僚議員の不祥事がありました。今列挙した

事件の当事者は、ほとんどが議員辞職して、議員

としては最低限の責任をとったものとは思います

が、期待して１票を投じてくれた有権者の思いを

考えますと複雑でもあり、残念の一言だろうと思

うところであります。

私ども議員の任期もあと６カ月となりました

、 、 、が 議員を志したころの初心に戻り 市民のため

地域のために何をすべきか、また何ができるかを

改めて自問自答しているところであります。

、 、それでは むつ市議会第223回定例会に当たり

、 。通告に従い ４項目８点について質問いたします

初めに、道路行政についてでありますが、生活

基盤の基本は道路であり、地域間格差是正の解消

も第一に道路網の整備であると思っております。

、 、そこで 市長就任後８カ月が経過いたしましたが

市内の主要道路についてどのような印象をお持ち
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か、市長の所見を伺います。

次に、２点目の市道細間沢線についてでありま

すが、この道路は平成17年３月の合併以後、県道

九艘泊脇野沢線において３度の崩落事故が発生

し、その１回目と２回目の事故の発生の際に一時

迂回路として使用された道路であります。この細

間沢線は、以前から整備が進められてきたところ

でありますが、まだ約1.6キロが未整備で、道幅

も狭く砂利道のため 市へ整備を要望し 平成23年、 、

度から事業着手となったところであります。今年

度は、国有林の保安林解除手続がおくれるとのこ

とで工事の実施を見送ったと伺っております。そ

こで、この細間沢線の進捗状況と今後の見通しに

ついて伺います。

次に、観光振興についてであります。東日本大

震災から間もなく丸４年となりますが、観光施設

やフェリーなどの関係者からは、震災以前の客足

がまだ回復しないとよく耳にいたします。震災前

後の観光客の入り込み状況はどのようになってい

るのか、また誘客の課題と対策について単刀直入

に伺います。

次に、自主防災組織についてであります。自主

、 、防災組織とは 町内会や自治会などが母体となり

地域住民が自主的に協力し合い防災活動を行う任

意団体のことでありますが、日ごろから消火訓練

や避難訓練などを行い、災害発生に備えることを

目的としたものであります。特に大規模災害にお

いては、地域住民同士の連携による避難や、避難

生活に必要となるさまざまな活動などが想定され

るため、なおさら必要な組織と考えます。あの大

震災から間もなく丸４年が経過する中で、今なお

多くの被災者が避難生活を強いられている現状を

踏まえ、市内各地の組織状況はどのようになって

いるのか、また災害発生時の対応と課題について

伺います。

次に、地域行政についてでありますが、１点目

は水産加工センターわきのさわの移譲について伺

います。この施設は、旧脇野沢村が地域の漁業振

興と地域の活性化及び雇用の場確保のために国・

県の補助金を受けて建設し、平成５年10月から村

直営で管理運営を行い、そして合併１年前の平成

16年４月から現在の企業組合に業務委託をして現

在に至っており、その経過の中で施設の修繕費等

は市で負担しなければならず、そのことについて

もこれまで議論がなされてきたところでありま

す。

むつ市議会第218回定例会での斉藤議員の一般

質問の中で、施設の課題解決の取り組み状況の質

問に対し、市の負担をできるだけ抑えるためには

施設の移譲が有効な手段と判断、移譲に向けて検

討させている旨の答弁がありましたが、その後ど

のようになっているのか、また今後の見通しにつ

いてお伺いいたします。

質問の最後は、敬老会についてであります。こ

れまで行われてきた敬老会の内容を変え、市が主

催する第１回目の敬老会として、昨年の９月と

10月に市内４カ所において開催されたところであ

りますが、内容につきましては、これまでの同僚

議員の質疑等によって、また出席者の感想等も市

が行ったアンケート調査により十分理解している

ところであります。

そこで、質問でありますが、合併以来これまで

脇野沢地区単独で行われてきた敬老会が川内地区

と脇野沢地区の合同開催に至った経過と理由をお

伺いし、壇上からの質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。佐々

木隆徳議員のご質問にお答えいたします。

まず、道路行政についてのご質問の１点目、市

内の道路状況について市長の所見を伺うについて

お答えいたします。当市の主要幹線道路でありま
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す国道279号、国道338号は、幅員が狭いうえ、急

カーブも多く、さらには勾配もあり、主要幹線道

路としてはこの機能が脆弱な道路であるというの

が私の印象であります。現在青森県が事業主体と

なって整備を進めております下北半島縦貫道路や

国道338号バイパス等の早期完成が非常に重要で

あると考えています。

私のこれまでの道路行政の経験から申し上げれ

ば、国土交通省の直轄工事に比べると、事業の進

捗が非常に遅く感じられますことから、早期整備

に向けて昨年７月の下北総合開発期成同盟会の要

望を初め、機会あるごとに青森県や関係機関に対

し強く要望しております。

従来であれば、この要望にとどまっていたとこ

ろでありますが、昨年の９月には下北半島縦貫道

路、さらに12月には国道338号バイパスを現地に

出向き、下北地域県民局地域整備部に現状を説明

していただき、改めて進捗状況の確認をしたとこ

ろであります。

、下北半島縦貫道路や国道338号バイパスなどは

当市の発展のために早急な整備が必要であり、要

望活動にとどまらず、定期的な現地視察を通じて

しっかりとした進捗状況の把握を行うとともに、

その都度直接的に整備の方向について議論をする

ことで早期の完成にこぎ着けたいと思っておりま

す。

さらには、現在策定を進めている国土強靱化地

域計画にこれらの整備促進を盛り込むこととして

おり、今後も道路整備に向けさらなる努力をして

いかなければならないと認識しておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、道路行政についてのご質問の２点目、脇

野沢地区の市道細間沢線の進捗状況と今後の見通

しはについてお答えいたします。脇野沢地区の本

村から九艘泊へ至る海岸線沿いの県道九艘泊脇野

沢線は、急峻な断崖の裾を通る箇所が多いことか

ら、市町村合併以前及び合併後においてもたびた

び岩盤崩落やのり面崩壊が発生し、集落が一時的

に孤立するなど住民生活に大きな影響を与えてお

り、県過疎代行事業で整備された市道九艘泊源藤

城線と連結しております市道細間沢線は唯一の迂

回避難道路として重要な路線であり、整備が必要

であることは認識しております。

議員ご質問の市道細間沢線は、平成23年度から

事業着手しており、これまでに測量調査、実施設

、 。 、計 民有地の買収等を終了しております さらに

下北森林管理署と協議のうえ、平成25年４月に国

有林野保安林解除申請をしており、当初の予定で

は約１年半で保安林解除される見込みとのことか

ら、平成26年度一部工事を実施する予定でありま

したが、下北森林管理署から保安林解除手続が平

成26年度末にずれ込むとのことで、工事実施を見

送っております。

今後の整備見通しとのことでありますけれど

も、財政状況を見きわめながら対応してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、観光振興についてのご質問の１点目、震

災前後の観光客の入り込み状況はどのようになっ

ているかにつきましては、担当部長から答弁をさ

せていただきます。

次に、ご質問の２点目、誘客の課題と対策はど

のようになっているのかについてお答えいたしま

す。当市には恐山を初め薬研渓谷などの景勝地、

斗南藩などの歴史、ホタテガイ、海峡サーモン、

ナマコなど観光資源が豊富にあり、その資源を活

用し、観光客等の誘客促進を図ることが重要であ

ると認識しております。これらの情報の効果的発

信やむつ市に興味を持ってもらうこと、さらには

交通アクセスの悪さが課題として挙げられます

が、平成27年度末に北海道新幹線が開業予定であ

りますことから、当市においても「大函丸」など
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を利用して下北半島に来ていただけるよう観光資

源の掘り起こしや磨き上げ、情報の集約、発信作

業を県及び関係団体と連携しながら準備を進めて

いるところであります。

具体的には、昨今の多様な旅行ニーズに応えら

れる施策として、むつ下北地域へ訪れる方に対す

るワンストップ窓口を整備し、旅行客の利便性を

図るための観光地域づくりプラットフォームの設

立や、平成28年７月から９月まで予定されている

ＪＲグループ６社と各自治体、県及び県観光連盟

等が協力して行う国内最大級の大型観光宣伝青森

県・函館デスティネーションキャンペーンに向

け、むつ市、下北も旅行商品として取り入れてい

。 、ただくよう働きかけてまいります その前段では

全国から旅行エージェントや観光事業者が集結す

る全国宣伝販売促進会議がことし７月に青森市で

開催されることになっておりますことから、下北

観光協議会で広域的に誘客推進に向けた取り組み

を展開していくこととしております。

市の誘客促進につきましては、半島の利点を生

かし、クルーズ客船の誘致を積極的に行うほか、

青森県市長会が事務局として実施しているあおも

り10市（とし）大祭典が当市で開催されること、

地方創生先行型の事業を活用して首都圏で観光プ

ロモーションを予定していることなどから、戦略

的に情報を発信することで新たな誘客につながる

ものと期待しているところであります。

また、このような機会を通じて県及び地域観光

団体等との連携をより密にし、当市の観光産業の

底上げに結びつけてまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

、 、次に 自主防災組織についてのご質問の１点目

市内各地区の組織状況についてであります。自主

防災組織は、平成７年１月17日に発生し甚大な被

害をもたらした阪神・淡路大震災において行政機

能がほぼ停止した中で、瓦れきに埋もれた多くの

方々が家族や近所の住民らの活動により救出され

る等、最も効果的に救助、救出活動をなし得たの

が地域住民であったことから、全国的にその重要

性が認識され、地域住民による自主防災組織の設

立、育成を通じた地域防災力の強化が防災行政の

最重要課題として位置づけられることとなったも

のであります。

当市におきましても、平成23年３月11日に発生

した東日本大震災、平成24年２月１日の豪雪災害

等を経験する中で、発災直後においては行政によ

る災害対応は極めて困難であることから、自主防

災組織の設立を各町内会に訴えてきたところであ

ります。

現在のところ、むつ地区において７町内会、脇

野沢地区において１町内会の計８町内会において

この自主防災組織が設立されています。

次に、災害発生時の対応と課題についてであり

ます。先ほども申し上げましたとおり、大規模災

害時には市や消防等の防災関係機関も被災してい

ることが予想され、地域防災のかなめと言われる

消防団もまた限られた人員や資機材の中で効果的

な救助活動等を行うため、被害の最も大きいとこ

ろに重点的に投入され、地域全体をカバーできな

いことも考えられます。

このようなことから、災害発生時における自主

、 、防災組織の役割は情報の収集伝達 救助救出活動

初期消火活動、避難誘導、災害時要配慮者対策等

人命に直結する極めて重要なものであります。し

かし、円滑な災害対応は平常時の訓練や地域のコ

ミュニケーションの確保なくしては不可能である

ことから、地域と行政が一体となり、訓練等を通

じて自助、共助、公助の連携の強化を図っていか

なければならないと考えております。

また、自主防災組織は災害発生時のみならず、

平常時においても地域コミュニティの一つとして

町内会活動や消防団活動と連携した防災活動を実



- 67 -

施することにより、地域の活性化、防災意識の向

上に寄与することができるものと考えておりま

す。

しかしながら、少子高齢化に加え、自主防災組

織の活動に対する認識も十分とは言えないことも

あり、現状では自主防災組織の設立が８町内会と

極めて少ない状況にあることから、本年２月12月

付で自主防災組織を設立していない町内会長の皆

に、自主防災組織の結成促進に向けて参考資料等

を送付し、自主防災組織の必要性、重要性、設立

までの手順、設立時に市から支給される防災活動

資機材等について周知したところであります。

さらに、昨年１月から取り組み始めた「町内会

」 、 、イキイキふれあいトーキング において 古川町

曙町、栄町、住吉町、海老川町、宿野部の６町内

会に対して自主防災組織についての重要性、活動

内容等を説明させていただいたところであり、設

立に向けて検討を始めた町内会もあるようです。

今後におきましても 「町内会イキイキふれあ、

いトーキング」を初め出前講座、広報むつ等にお

いて自主防災組織の持つ役割の重要性について周

知に努めるとともに、自主防災組織の設立を積極

的に働きかけ、地域防災力の強化を図っていきた

いと考えております。

次に、地域行政についてのご質問の１点目、水

産加工センターわきのさわの移譲についてのご質

問にお答えいたします。まず、水産加工センター

わきのさわについては、地域の活性化や雇用の場

の確保も含めて、市の財政負担をできるだけ抑え

るためには施設の移譲が有効な手段であると私自

身も認識しているところであります。このため施

設の譲渡に当たっての大きな課題となっておりま

す漁港用地の売却について、土地の所有者である

県との協議を重ねてきたところであり、今後県で

は売却に向けての事務手続を順次進めていくと伺

っております。ただし、漁港用地の売却に当たっ

ては国の承認手続等も必要なことから、まだある

程度の期間を要するとのことであります。なお、

建物の譲渡につきましては、用地売却の国の承認

のめどがつき次第、国・県に対し財政処分報告の

届け出をした後譲渡することとなりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、敬老会についてのご質問にお答えいたし

ます。まず、川内地区、脇野沢地区が合同開催と

なった経緯についてですが、脇野沢地区における

平成25年度以前の過去５年間の参加状況を平均し

ますと、対象者431名のうち参加された方は101名

であり、参加率は23％となっております。今年度

から市主催とし、式典形式へ改めさせていただい

たところですが、実際に参加される高齢者の方は

自立された方が多いという身体状況も考え合わ

せ、脇野沢本村地区から20分程度の距離にある川

内会場での合同開催とし、川内地区の高齢者の方

々との触れ合い交流を楽しんでいただきたいと考

え、合同で開催した次第であります。

平成26年10月８日に開催いたしました川内、脇

野沢地区合同による敬老会では、全参加者数は

69名で、そのうち脇野沢地区からは18名の方に参

加していただいておりますが、アンケート結果で

は半数の方がこのままの会場でよいとしており、

式典及び余興の内容についても高評価を受けてお

ります。

今後につきましては、対象者全員に記念品をお

届けする見守り活動へ重きを置きながら、敬老会

につきましては今回の開催形態を基本としつつ、

参加される皆様が喜んでくださるように内容の充

実を図るよう検討していきたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） 観光振興についてのご質

問の１点目、震災前後の観光客の入り込み状況は

どのようになっているかについてお答えいたしま
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す。

平成22年12月に県民の念願であった東北新幹線

が全線開業したこともあり、県がまとめた県内

56の主要宿泊施設を対象としたサンプル調査の結

果では、同年12月から翌２月までの３カ月間の延

べ宿泊数を見ますと、前年比116.5％と伸びてお

り、翌年４月から５月にかけて実施された青森デ

スティネーションキャンペーンの期待は大きなも

のでした。しかし、平成23年３月に発生した東日

本大震災の影響で、新幹線の運休や消費者の旅行

自粛が目立ち、さらには東京電力福島第一原子力

発電所事故による風評被害等により東北地方の観

光産業に甚大な被害をもたらし、３月から５月の

同調査では、本県でも前年比約81.1％と大打撃を

受けております。

下北地域の観光客入り込み数は、青森県観光入

り込み客統計によりますと、平成22年161万

5,000人から、翌年は前年比約87.2％の140万

9,000人と20万6,000人減少し、当市においても平

成22年の入り込み数101万5,000人から翌年には前

年比約93.1％の94万5,000人と７万人減少したこ

とから、観光関連事業者等においては大変厳しい

状況であったと伺っております。平成24年につい

ても、当市の入り込み客数は前年比約97.2％で

91万9,000人とさらに減少しております 平成25年。

には、３年ぶりに増加に転じ、前年比約103.9％

で95万5,000人となりましたが、震災以前の水準

までには回復していない状況であります。

〇議長（山本留義） 20番。

（ ） 。〇20番 佐々木隆徳 再質問させていただきます

道路行政について、市長は国土交通省に籍を置

いた元官僚として、私の今の道路に関する思いを

少し述べてみたいと思いますけれども、下北半島

縦貫道路の整備促進は、もちろんむつ下北にとっ

て大変大事な、完成すれば当然むつ下北の基幹道

路になるわけでありますので、十分必要性は認識

しますし、もっと促進を図るべきだと思っており

ます。

、 、下北全体を見ますと 原発を抱える東通り地区

、 、そして大間原発を抱える北通り地区 その２地区

南通りもありますけれども、南通りは主要道路は

ある程度整備されていると思っております。私か

らすれば、黙っていても東通り地区、北通り地区

は整備されていく、そのように感じております。

そこで、何かしら西通り地区だけが取り残されて

いるのではないかと、そのように常に思っており

ます。まして同じ西通りでも、川内から脇野沢ま

での今の国道338号の、特に桧川、宿野部、蛎崎

地区の狭隘箇所の、そして脇野沢の通称入り口に

なっています七曲地区の急カーブ、以前に一般質

問したときには、桧川から順次終了し次第という

ふうな話がありましたけれども、そのことについ

ても市長はどのような見解を持っておられるのか

伺います。また、たびたび西通りのほうにも足を

運んでいっていただいているものと思っておりま

すので、市長の認識を伺います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

道路整備全般に関する認識、それからとりわけ

西通り地区の道路をどう思うかということであり

ますが、まずこの道路整備というのは、これ優先

順位をつけてしっかりやっていくということ、そ

れからやってもらうということだというふうに思

っています。そういった中で、まずはやはり幹線

道路としての下北半島縦貫道路というものがあっ

て、さらには国道338号のバイパス整備というこ

とになっているのだと思います。そうした中で、

全国の中でもこういった道路というのはあると。

この整備の優先順位は、原則としてやはりＢ／

Ｃということになるというふうに思います。さら

にはそれを超えて、例えば原子力関連施設が立地

しているだとか、あるいは自衛隊の基地があるだ
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とか、そういったこともその優先順位を上げる一

つの要素にはなるというふうに考えております。

ですから、そういう意味で重要な道路から少しず

つつくっていく。Ｂ／Ｃと、ベネフィットのほう

は基本的には交通量がメーンにはなると思うので

すけれども、交通量が多いところから順番につく

っていくというのが国の方針であるというふうに

思いますし、それは県と市という意味でも同じな

のではないかというふうに考えています。

〇議長（山本留義） 20番。

〇20番（佐々木隆徳） 市長の認識、十分理解しま

す。そして、最近といいますか、県の担当者の方

々と話をすれば、必ず出てくるのが、今市長が述

べましたＢ／Ｃなのです。これは、むつ市におい

て一番私自身は貧弱な道路と思っておりますけれ

ども、要するに市内中心部から約１時間の距離に

いる私が常に思うところは、Ｂ／Ｃで、例えばそ

の優先順位を云々というふうな話になりますと、

全国の今の地方なり端っこにある市町村というの

は、ほとんどが捨てられるというふうな認識にな

るわけです。ですから、それだったらむしろ今の

人口減少、日本全体が人口減少していく中で、も

う小さいところはどんどん捨てていくというふう

な認識を持っているのが事実だと私は思います。

そこで市長にも、今私が先ほど述べた、また今

述べています、市長にも私どもと、私どもといい

ますか、私と同じ認識を持っていただきたいと思

って今また再質問しているところであります。

どの道路も必要であることは十分、私だけでな

くて誰しもが認識いたします。特に１時間かかっ

てこの議会に来ている私自身は、常に時間の無駄

といいますか、そういったものを感じているのが

実情です。最低でも５分、10分、もっと短縮でき

ないかと常に走っている中で思っておりますけれ

ども、そこら辺、当然、もちろん道路に関しては

かなりの莫大な経費、費用等がかかるわけで、国

でも県でも当然優先順位というのはあるだろう

と、そのように思っておりますけれども、生活道

路の確保、また災害時の避難道路としても重要で

ありまして、強く国・県に働きかけていただきた

いと。下北総合開発期成同盟会、重要な項目とし

て常に私ども提案して、議長からお願いして、今

の要望事項の重要性は常に要望しているところで

ありますので、その点につきまして、改めて市長

の意をお伺いいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

私もこのＢ／Ｃということだけで考えると、こ

の下北地区、それからとりわけむつ市ということ

、 。ですけれども その道路整備がおくれてしまうと

市道のほうは我々のところでしっかりやるわけで

すけれども、言ってみればやっぱり国道とか県道

という部分では少し整備がおくれてしまうという

ことは私も認識しています。

それでは、どういった形でこの道路整備の優先

順位を上げていくかということですけれども、先

般国土交通省に要望させていただいたときに、私

も在席し、またこの議会の議員の皆様も多くがそ

の要望活動に参加したと思うのです。そのときに

国土交通省の技術系のトップである技監がこうい

うお話をしていました。やっぱり道路整備という

のも地方創生の一環として考えたらどうかという

話であります。つまり交通量とかそういうところ

では基本的な勝負は難しいだろうと。一方で、例

えばというお話であったのですけれども、そのと

きは西日本のほうの道路でありましたけれども、

この途中までできている道路をもう少し結べば首

都圏のほうに新鮮なタイが運べるようになります

よみたいな、そういう話があって、そうであれば

地元の人たちだけが盛り上がるのではなくて、首

都圏の人、あるいは全国の人たちがその整備にお

金がつくことに合意形成ができるというようなヒ
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ントをいただいています。私は、ああいう話があ

ったので、今後は下北半島縦貫道路も安全安心の

道だと、避難道だということだけではなくて、そ

ういった地方創生の意味でも何かしらメリットが

ある道路だというようなＰＲをしていく。西通り

のほうも含めて、そういう形の要望活動ができれ

ば、また違う場面になっていくのではないかとい

うふうに考えているところであります。

〇議長（山本留義） 20番。

〇20番（佐々木隆徳） 市長の十分なるご回答をい

ただきました。今後とも強く国・県に働きかけて

いただきたいと要望して、次に移ります。

市道細間沢線についてでありますが、答弁の部

分でいきますと、財政状況を見きわめながらの対

応ということで、答弁にもありましたけれども、

既に測量調査、そして実施設計、また民有地の買

収などが済んでいると。以前壇上でも述べました

けれども、県道九艘泊脇野沢線で崩落事故が発生

した際には唯一の迂回路ということで重要な路線

となるわけです。市の財政状況は十分理解してい

ますし、またそこまで事業が進んでいるという状

況の中で、財政状況が許すならば、ぜひまた継続

していただきたいと整備を要望いたしますけれど

も、市長のお考え、改めて伺います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

避難路としての市道細間沢線の重要性というも

のは私自身も認識しております。これは、先ほど

の答弁の繰り返しになりますけれども、この事業

の諸条件が整いつつあるということですから、そ

こは財政状況を見きわめながら工事に入っていく

ということで理解をしていただきたいと思いま

す。

〇議長（山本留義） 20番。

〇20番（佐々木隆徳） 観光につきましては、私か

ら何ら申し述べることはありませんので、次に移

ります。

自主防災組織につきまして、若干の再質問をさ

せていただきます。前市長にですけれども、以前

に一般質問で、避難訓練の際に、いざ災害が発生

した場合にどのような対応になるのかというふう

な質問したときに、当時の回答は、消防団、そし

てまた民生委員、そのような方々にも協力をお願

いする旨の答弁がありました。いまだに忘れてお

りませんけれども、要するにいざどこかで大規模

災害またはある程度の災害が発生した場合、消防

団は当然そっちの災害に向かうわけです。そして

また、通常で考えますと、民生委員の方々は若干

お年を召して高齢になっていると。そういった方

々で避難誘導とか、まだ右左に動くような体制は

できないものと、そのように思います。ですから

こそ、この自主防災組織が重要だと認識している

ところでありますけれども。

先ほど市長の答弁でもありましたけれども、も

っともっとこの必要性といいますか、重要性を訴

えて、広報活動にも力を入れて、組織数、町内会

ごととありますけれども、そういったものをもっ

と多くすべきでないかなと思いますけれども、そ

の点につきまして、市長また改めて考えを伺いま

す。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

いざ大規模災害が発生した際ということでの基

本的な考え方としては、まずやはり自助、自分で

しっかりと対応するということがあると思いま

す。それから、公的な消防ですとか、当然市です

とか、そういったところが対応する公助という考

え方があります。そして、先ほどの答弁でもご紹

介させていただきましたけれども、共助というと

ころがこの自主防災組織に当たると、こういうふ

うに私は認識しています。まず近所、向こう三軒

両隣という言葉がありますけれども、近所の人た
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ちが力を合わせて対応するということが大事であ

って、しかも災害についての即応力の観点で言え

ば一番やっぱり高い。それが東日本大震災でも阪

神・淡路大震災でも証明されたということであり

ますから、私といたしましては事ある機会を通じ

て、この自主防災組織の設立をお願いしていきた

いというふうに思います。

先般「町内会イキイキふれあいトーキング」で

町内会の方々とお話をさせていただいたときに、

こんな話がありました。つくろうと思うのだけれ

ども、要綱を見るのもなかなか難しいし、つくる

と何か面倒なことが起こるのではないかというこ

とで二の足を踏んでいるというような声がありま

した。我々としては、そういった声を踏まえてし

っかりと説明をする、職員を派遣して説明をする

というような努力を重ねていって、少しでも多く

の町内会にこの自主防災組織を設立していただけ

るように取り組んでまいりたいというふうに考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 20番。

〇20番（佐々木隆徳） ぜひとも結成促進を図って

いただきたいと、このように思います。

たまたまヒアリングでも話をさせていただいた

のですけれども、むつ地区で７団体ですか、脇野

沢地区で１団体というふうな形で、私は最低でも

二、三十あるものというふうな認識でいたもので

すから、その８つの団体のうちの１つが脇野沢地

区にあるということで、すごく安心したのですけ

れども、何か全体の数からすれば、町内会の数等

からすれば、ずっと少ないのではないかという認

識でおりましたので、ぜひ結成の促進を図ってい

ただきたいと、そのように思います。

次に、地域行政についての水産加工センターの

件に移りますけれども、市長答弁でありますけれ

、 、ども 所有者である県は売却手続を順次進めると

ある程度国の承認も必要なために若干期間が必要

と、そして建物は用地売却のめどがつき次第とい

うふうな答弁でありましたけれども、これも要望

にとどめておきます。地域の活性化や市の財政負

担を軽減するためにも、早期の移譲を要望いたし

ます。

次に、敬老会に移りますけれども、現段階で新

年度の実施要綱といいますか、新年度はどうする

のだというふうな内容は決まっているのかどう

か、その点だけでも伺います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

現時点では、次年度は今年度と同様、式典形式

。 、で行うということは決まっております その中で

やはりもう少し参加型のイベントにしたらどうか

というようなお話や、もう少し楽しい取り組みが

できるのではないかというようなご意見もあった

ことから、内容の充実を図っていきたいというふ

うに考えています。

〇議長（山本留義） 20番。

〇20番（佐々木隆徳） 今回の質問の中で、正直言

いまして、一番重点を置いた質問が、この敬老会

なのです。内容を云々というふうな認識は持って

いませんけれども、そういう意味での質問ではあ

りませんけれども、要はなぜ合同開催なのかと。

今の我々の、例えば50代、60代の人間が20分、先

ほど市長は答弁で20分と言いましたけれども、例

えば20分が30分、40分かかっても、我々の年齢で

あれば大した負担はないと。75歳から77歳まで引

き上げた段階で、さらにまた地元開催しないとい

うふうなことで、市長は先ほど50％ぐらいの人た

ちがおおむねよかったとか、そういうふうな答弁

でしたけれども、私二、三の方から聞いたのは、

もちろん脇野沢の人ですけれども、だったら交互

にできないかと、そういった意見と、それから何

で敬老会、川内まで来なければならないのだと、

アンケートに書いたかどうかはわかりませんけれ
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ども。これまで平成23年度から私も資料をもらっ

て見ておりますけれども、過去３年間ですけれど

も、形式は違いますけれども、以前の敬老会には

脇野沢、人口少ないながら、100人ぐらいは常に

出席していたわけです。形式が変わったと。当然

参加者は少なくなるだろうとは思いますけれど

も、今回川内と合同でも69名しか出なかったと。

その中で脇野沢では18名と。いや、私はむしろ、

形式変わって、場所変わって、車でお迎えしても

らって、18名もよく参加したなと、そのような認

識を持っています。参加者が少ないとかというふ

うな認識もあろうかと思いますけれども、やり方

次第で、会食云々ではないです、会食をどうのこ

うのという、もとに戻すというふうな話ではあり

ませんけれども、単独開催すれば経費がかかるの

かと、事務方の皆さん。私は、むしろやり方次第

でどのようにもできると。

一番言いたいのは、これからどんどん人口が少

なくなります。むつ市も同じです。もちろんその

中で特別小さい脇野沢地区はなおさらです。選挙

が４年ごとにあるごとに200人ずつ減少して、今

現在1,800人切れています。これは、有権者でな

くて人口です。市内の大きな町内会よりも人口が

少ないと、旧市内です。その一つの大きな町内会

よりも人口が少ない一つの地区です。そういった

中で、よく前市長は、地区には地区の独特なまた

風土があり、その小さいなりのやり方もあるとい

うふうな、よく心得た答弁をしていただいており

ましたけれども、私が危惧するのは、敬老会に限

らず、これからどんどん、どんどん今の小さいと

ころは切り捨てていくような形の、そういったこ

とが危惧されるということで、たまたま敬老会に

、 、絞って今話をしているのですけれども そこら辺

何かやり方次第で何とかなるだろうと私は思って

います。

そして、極論を言えば、１年、２年、いやあ１

桁しかなかったとか、10人、20人しか参加しなか

ったと。それであって合同で開催するのであれば

何も言いません。むしろ一番、用意ドンで形式が

変わった段階で合同開催というのに物すごく地域

の意向とかそういったものを無視しているみたい

な感じでおります。

ただ、その中で、今川内地区に対してどうのこ

うのということでは決してありません。ちょっと

誤解になりますけれども、少なくとも脇野沢単独

で一、二年やってみて、その結果で合同開催とい

うのだったらわかりますけれども、その点につい

て、市長から改めて伺いたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

佐々木隆徳議員のご懸念の点というのは、私も

よく理解をさせていただきました。各地区で開催

されるこういった行事というのは、本当に敬老会

がそうだと思いますけれども、地域のコミュニテ

ィの維持とか活性化とか、そういった意味合いも

非常に大きいものだというふうに私自身も認識し

ております。

それで、ことしの開催の方法については、今式

典方式でということと中身充実ということだけ今

の時点で決まっています。これは、敬老会開催す

るのは９月でありますので、まだ少し時間がござ

いますので、今言っていただいたこともしっかり

と我々受けとめて、今後ことしのあり方について

研究をさせていただきたいということでご理解い

ただきたいと存じます。

〇議長（山本留義） 20番。

〇20番（佐々木隆徳） 消防の出初め式ですか、あ

れでよく下北地域広域行政事務組合の議長、また

は山本議長なんかと会食している際に話しします

けれども、脇野沢地区の場合は、やはり地域に合

った実情ということで、昔から例えば踊りとか婦

人会、それから地区のボランティアとかそういっ
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た方々が結構参加者を楽しませてくれる、昔から

そういう流れがあるわけです。ですからこそ、や

り方次第でどのようにも楽しませることができる

のではないかと、そう思っていますので、ぜひ来

る新年度は脇野沢地区単独での開催を要望して質

問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（山本留義） これで、佐々木隆徳議員の質

問を終わります。

、 。ここで 午前11時５分まで暫時休憩いたします

午前１０時５２分 休憩

午前１１時０５分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（山本留義） この際、会議録署名議員が不

在となりましたので、会議録署名議員を追加指名

いたします。

25番白井二郎議員を指名いたします。

◎池光弘議員

〇議長（山本留義） 次は、池光弘議員の登壇を

求めます。23番池光弘議員。

（23番 池光弘議員登壇）

〇23番（池光弘） おはようございます。公明・

政友会派の池光弘でございます。むつ市議会第

223回定例会に当たり一般質問をさせていただき

ます。市長初め理事者の皆様の誠意ある、しかも

前向きな答弁をお願いいたします。

、 、 、 、今回の一般質問は １ 地方創生について ２

投票率最低返上について、以上２点伺います。

、 。 、質問の第１は 地方創生についてです 政府は

2015年度から５年間で取り組む人口減少克服や地

域経済活性化のための具体的な施策と、2020年時

点の数値目標を定めた計画、昨年11月に成立した

地方創生法は、全ての都道府県と市町村に国の総

合戦略を勘案して、各地の実情に応じた地方版総

合戦略を作成する努力義務を課したところであり

ます。そして、地方版戦略をつくった自治体が事

業を進められるように、使い道の自由度の高い交

付金を配る方針で、2016年度から本格的な実施を

検討とのことです。

地方創生で一番難易度の高い問題が人口減少対

策ではないかと私は考えます。政府は、人口減少

問題に対する長期ビジョンを示しております。

現在日本の人口は１億2,000万人、2060年には

8,700万人に減少するとの説もありますが、１億

人程度を維持できるとの見通しを示しておりま

す。人口減少に歯どめをかけるため、東京一極集

中の是正に力点を置き、サービス業や農林水産業

の活性化、ベンチャー企業支援などによって、５

年間で若者30万人分の雇用を地方につくる、税制

優遇で企業の地方移転も促し、東京への人口流出

、 、を食いとめる 同時に一元的な相談窓口をつくり

希望者の地方移住を後押しする、2020年には年間

。１万1,000件の移住を仲介する目標を掲げました

このように政府は、人口減少問題に対する対策、

そして数値目標を明記しております。

当市では、高校を卒業したら大学に行く、また

就職する、いずれにしても県外に出ていく人数が

多い、それも毎年であります。このように当市が

抱える人口減少対策は簡単なものではありませ

。 、 。 、ん しかし 対策は必要であります 当市の対策

そして数値目標の計画があるのであれば、まずお

伺いします。

次に、まち・ひと・しごと創生事業についてお

伺いします。政府は、地方に若者の雇用を創出す

るとのことで、2020年時点で東京圏から地方への

転出者を2013年より４万人ふやすといった数値目
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標を明記しております。具体策として地方の生活

情報の提供や就職の相談窓口となる地域支援セン

ターの設置や本社機能を地方に移す企業への税制

優遇措置などを打ち出しております。また、小規

模市町村への職員派遣や、2014年度補正予算で創

設する新たな交付金で戦略作成を支援、農林水産

業で加工や販売まで担う６次産業化や輸出の支

援、訪日外国人旅行者を2,000万人にふやすとい

った産業別の取り組みを進め、雇用拡大を図ると

あります。

当市において、企業誘致、６次産業化の推進、

訪日外国人旅行者の受け入れ態勢などは市長も積

極的に動き回っている様子は新聞報道で明らか

で、結果も残しているところであります。訪日外

国人旅行者の受け入れ態勢などは、外国人旅行者

の多い函館市など道南地域と観光面で協力し、交

流人口の拡大に努力しておられることも私は認識

しております。

、 、当市において 働きたくとも働く会社が少ない

この雇用問題は大きな悩みの一つであります。政

府は、本社機能を地方に移す企業への税制優遇措

置を打ち出しており、これを利用して企業誘致を

できないのかお伺いします。

次に、ふるさと名物応援事業についてお伺いし

ます。地域ならではのふるさと名物を開発して、

地元の魅力を発信し、地域経済の活性化につなげ

る国のふるさと名物応援事業がスタートいたしま

す 2014年度補正予算に40億円が確保され 2015年。 、

度予算にも16億円が計上されました。地方創生の

具体化に向け、地域の底力、そして市長の手腕の

見せどころであります。

政府は、地域経済の活性化に向け、市区町村に

よる特産品の開発やブランド化を後押しする、市

区町村が売り込みたい農林水産物などを指定する

ふるさと名物応援宣言を行い、企業と共同で商品

開発や販路拡大に力を入れる場合優先的に補助す

る、応援宣言は任意だが、2015年度から５年間で

全1,741市区町村のうち1,000市区町村が宣言する

ことを目標に取り組むとしております。

政府は、特産品の振興には地元市区町村が積極

的にかかわることが重要と判断、応援宣言の対象

となった農林水産物などを使った特産品の開発や

見本市への出品などに取り組む企業に中小企業庁

の補助金を優先的に配る、またそれらの特産品を

同庁のウエブサイトに掲載しＰＲするとのことで

す。

地域ならではのふるさと名物の開発、当市にお

いては地域ならではの特産品はたくさんあり、一

つに絞ることは大変かと考えますが、市長は何を

使って開発するのかお伺いします。

、 。次に 地域おこし協力隊についてお伺いします

地方への若者の移住を促し、地域活性化の機縁に

するため、都会から過疎地域などに移り住んで地

域協力活動に取り組む隊員を募集するのが地域お

こし協力隊であります。安倍内閣の政策目標の大

きな柱である地方創生実現への重要な政策の一環

として、若い世代の地方移住を支援し、地域の活

性化を進める施策を講じているところであり、こ

れは公明党の推進で2009年度から始まっているも

のであります。

初年度は31自治体が実施し、89人の隊員でした

が、毎年実施自治体と隊員がふえ、昨年は318自

治体、隊員は978人までふえているところであり

ます。隊員は１年から最長３年までの財政支援で

すが、支援が終わっても移住地やその周辺に住み

続けている方々が多く、2013年度に限れば６割の

方々が移住地にそのまま住み続けております。

先日、佐井村の地域おこし協力隊員、園山和徳

さんが３月、旬の地元食材とその食材や生産者を

紹介する冊子をセットで届ける「下北半島食べる

通信」を発行すると報道されておりました。園山

さんは、食の魅力を発信することで下北半島を全
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国の人に知ってもらうきっかけになればと意気込

んでいるところであります。こういう若者が今現

在佐井村に住んでおります。新しい若者を待って

いる状態です。公明党は、1,000自治体実施を目

指して取り組んでおります。当市においても、若

い世代のむつ市移住に積極的に取り組むべきと考

えますが、市長のご所見をお伺いします。

、 。次に プレミアム商品券についてお伺いします

公明党の主張により、国の2014年度補正予算で創

設された地域住民生活等緊急支援のための交付金

を活用したプレミアムつき商品券の発行への動き

がテレビ、新聞などで盛り上がっております。プ

レミアムつき商品券は、そのプレミアム分が新た

な消費の呼び水となり、助成額を上回る経済効果

が期待でき、地域経済を活性化させる有効な施策

の一つであります。

当市もプレミアムつき商品券の発行に努めるべ

きと質問しようとしていたのですが、３月５日の

東奥日報の報道で、プレミアムつき商品券の上乗

せ率については、市と県の補助を合わせ、旧市部

は２割、旧町村部は３割とする方向で検討してい

るとありました。市長の勇断を高く評価するもの

であります。一日も早く確実に実施され、多くの

市民の生活の一助となることに大いに期待してお

ります。改めて市長のプレミアムつき商品券に対

するご決意をお聞かせください。

次に 「むつ市のうまいは日本一！」の推進に、

ついてお伺いします。従来、凍結の主流は、冷気

の中に製品を入れて冷凍するエアープラストとい

う手法です。家庭用冷凍庫なども、その使い勝手

のよさで広く親しまれております。しかし、広く

普及しているにもかかわらず、その冷凍を行った

製品は生ものと比べると低く評価されており、冷

凍品は安く手に入る分、多少味が落ちても仕方が

ないという常識が定着しているのが現状です。し

かし、近年情報化の発展とともに消費者はあらゆ

るものに対して、より安価で、より高品質なもの

を求めるようになりました。安かろう悪かろうで

は納得してもらえない時代の到来であります。

その時代のニーズを満足させる画期的な冷凍機

ができております。それは、これまでの冷凍の常

識だった冷気にさらす冷凍ではなく、冷たい液体

の中に製品を入れるという冷凍方法の常識を覆す

リキッドフリーザーという手法であります。この

製法は、日本を初めとして欧米、アジア、オセア

ニア等々の世界各国で特許を取得しております。

このリキッドフリーザーの冷凍方法では、肉、

魚の細胞破壊を防ぎ、解凍しても凍結前のフレッ

シュな肉、魚に戻るといいます。これはなぜかと

申しますと、冷凍できるスピードが冷気の冷凍機

よりも20倍も速く凍らせることができます。速く

冷凍できるから、肉、魚などの細胞を破壊するこ

となく冷凍でき、解凍しても肉、魚から水分が出

てこない、だから冷凍前のフレッシュさが維持で

きるというわけであります。

「むつ市のうまいは日本一！」の商品をつくっ

ている業者から相談を受けました。その方は、こ

のリキッドフリーザーのことをよく知っている方

で、よいものはわかっている、だけれども、高く

て買えない 「むつ市のうまいは日本一！」の商、

品にも肉、魚を扱っている業者は何件もある、こ

のリキッドフリーザーを市で買ってみんなで使え

るようにならないものかとの相談でした。私は、

「市ではできない」としか答えることができませ

んでしたが、あれから毎日何か方法がないかと考

えている昨今であります。

政府は、６次産業化に力を入れる方針とありま

す。当市では６次産業化に向けて具体的にどのよ

うに取り組んでいくのかお伺いします。

次に、産業振興についてお伺いします。当市に

おいて林業の再生は地方活性化にも直結する重要

な課題であります。1964年の木材の輸入自由化以
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降、安価な輸入材の供給量が急増、国内の木材生

産額は減少し、林業は減少の一途にありました。

その中で円安に伴う輸入材の価格上昇によって住

宅建築に国産材を使用するニーズが少しずつ高ま

っているようであります。久々にめぐってきた日

本林業への追い風を生かし、成長産業に飛躍させ

る好機到来と考えるべきであります。

政府は、2020年までに木材自給率を50％以上と

する目標を掲げ、森林や林業の再生を国家戦略に

位置づけております。植林や伐採など森林事業の

集約化や低コスト対策を強化して、国産材の安定

供給を目指すとしております。また、林業再生の

目玉として注目を集める動きも出ております。ク

ロス・ラミネイティド・ティンバー、略してＣＬ

Ｔ、直交集成材と呼ばれる新しい建築材でありま

す。ＣＬＴは、木の板を何層も張り合わせた集成

木材で、耐久性や防火性にすぐれており、国土交

通省は来年度中にも建築資材として認める方針で

あります。実現すれば、幅広い木材建築が可能に

なり、大幅な活用が期待されると考えます。

国会で審議中の来年度予算案にはＣＬＴの生産

企業に設備導入費を助成する交付金が盛り込まれ

。 、ていると伺っております 総務省の調査によると

林業従事者は年々減少しているが、35歳未満の従

業者の割合は上昇傾向にあるとの調べでありま

す。当市は、かつて林業が盛んでした。製材所も

。 、至るところにあったと記憶しております しかし

今は製材所を見つけるのもやっとであります。何

も知らないで林業の職につく若者はいません。世

代交代が進むと課題になるのが木材の運搬や加工

方法など、林業技術の継承であります。新規就業

者が必要な技術を習得でき、研修体制の充実に十

分配慮が必要となります。地場産業である林業で

働く若者がふえると中山間地などの地方の移住が

進み、地方創生の後押しにつながると考えます。

待遇や安全面に十分配慮し、若者の雇用の受け皿

として充実させる取り組みを強化していくべきと

考えますが、市長のご所見をお伺いします。

質問の第２は、投票率最低返上についてです。

先月「捨てるな１票 本県最低投票率からの脱

却 、これは先月、連日東奥日報の１面に出てお」

りました。むつ市議会第217回定例会での一般質

問で私は、低投票率について質問をいたしており

ます。あのときは、2013年の参院選での質疑でし

た。低投票率を打開するために、当市も対策を立

ててきたことは評価します。しかし、いずれも結

果が出ていないのが現状であります。

今回の衆院選でも青森県は全国ワースト１位、

２選連続の最下位、むつ市の投票率を見ますと、

参院選では48.26％、衆院選では46.52％で、青森

県全体で見れば参衆いずれも40市町村中13位と

28位、いずれも中間にいる状態であります。１位

で新郷村の64.6％であります。当市では、最低で

も64％以上を目標に対策を講じる必要があると私

は考えます。

投票率の高い地域では、やはりそれなりの工夫

が見られます。例えば島根県の飯南町では、町内

全３カ所の特別養護施設に期日前投票所を出張す

る取り組みを始めた。各施設では、町内の有権者

は誰でも投票できるうえ、町職員が持参した投票

箱に票を投じる手軽さから、施設職員や面会の家

族、近くの住民も投票できる。このシステムは投

票者を管理するために専用のネット環境を整備す

れば実施可能であります。このネット環境整備が

新しい対策であります。当市では、二重投票する

のではないかと対策がおくれているように見受け

られます。このような大胆な対策など参考にでき

ると考えますが、当市の対策はどのようになって

いるかお伺いします。

次に、先日県選挙管理委員会では、国政選や地

方選の各種選挙で人出の多い商業施設に期日前投

票所を積極的に設置するように市町村に働きかけ
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る方針を固めたとありました。当市において県の

打ち出した方針に従うことは結構です。しかし、

当市では投票所運営のための人員確保が課題と伺

っております。また、行政施設でない場所に設け

る場合は二重投票を防ぐため、選挙人名簿を管理

する専用回線を引かなければならないとも伺って

おります。この２つの課題が当市の対策のおくれ

と私は考えます。市民は期日前投票は投票しやす

い場所を願っております。当市の今後の投票率向

上に向けての対策をお伺いします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 池議員のご質問にお答え

いたします。

まず、地方創生についてのご質問の１点目、人

口減少対策についてお答えいたします。議員ご発

言のとおり、人口減少問題の克服が地方創生の大

命題であります。そのため地方版総合戦略の策定

過程において重要な基礎資料となる地方人口ビジ

ョンも策定することとしております。

一般質問初日に大瀧議員及び斉藤議員のご質問

に答える形で答弁させていただいたことと重複い

たしますが、国の長期ビジョンでは、人口減少が

経済社会に与える影響を分析するとともに、人口

減少に歯どめをかける戦略や若い世代の就労、結

婚、子育ての希望などの実現に全力を注ぐ等の基

本的視点が提示されております。

むつ市版人口ビジョンにつきましても、国の長

期ビジョンを踏まえながら策定していくこととな

りますが、策定のプロセスとして、まず人口動向

を分析し、次に国立社会保障・人口問題研究所に

よるデータ等を活用しての将来人口の推計と分

析、そして人口の変化が地域の将来に与える影響

の分析などを行った後、人口の将来展望を記載す

るというものでありますが、本格的な分析作業は

これからとなりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、ご質問の２点目、まち・ひと・しごと創

生事業についてお答えいたします。私は、市長就

任時からむつ市経済の活性化に努めることを繰り

返し申し述べてきたところであり、そのためには

雇用の創出、基幹産業である１次産業の活性化を

図ることが肝要であると考え、雇用の創出には企

業誘致に向けた取り組みを、１次産業の活性化に

は６次産業化へ向けたクラウドファンディングの

活用を目指した施策などを講じてきたところであ

ります。

今後むつ市まち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定するに当たり、総合戦略の中での各種課題の

位置づけ、目標値の設定、戦略に基づく具体の施

策メニュー等々について議論を踏まえ、決定して

いくこととなりますが、地域経済の活性化につい

ては、戦略における最重要課題であると私は認識

しているところであります。

また、訪日外国人旅行客の受け入れ態勢などに

つきましても、国及び青森県の動向を注視しなが

ら検討してまいりたいと考えております。

次に、ご質問の３点目、ふるさと名物応援事業

についてと５点目、プレミアム商品券については

、 。関連がありますので 一括してお答えいたします

先般国会で可決されました平成26年度補正予算

により、このたび地域住民生活等緊急支援のため

の交付金として、全国へ4,200億円が交付される

こととなりました。このうち当市へは地域消費喚

起・生活支援型として約１億4,300万円が交付さ

れることとなっておりますが、この地域消費喚起

・生活支援型については、地方公共団体が実施す

る地域における消費喚起策や、これに直接効果を

有する生活支援策に対し国が支援するもので、国

が示した事業の中から地域の実情に沿った形で取

捨選択するものとなっております。
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消費喚起につながる事業メニューといたしまし

ては、地元の消費拡大につながるプレミアム商品

券の発行や地域の名物商品を表示価格から割り引

きして消費者がお得に買うことができるふるさと

名物商品券、市民税の非課税者で年齢65歳以上の

方や15歳以下の児童を持つ世帯の世帯主を対象と

した低所得者向け商品サービス購入券などが推奨

されております。これら消費喚起につながるさま

ざまな事業について検討してまいりましたが、青

い森しんきん地域経済研究所が取りまとめた昨年

10月から12月まで３カ月の下北地区116社の中小

企業の景況動向では、全業種でマイナス26.7ポイ

ントと売り上げが悪かったと回答した企業数が多

かったことからも、消費を刺激すべく景気の脆弱

な部分にスピード感を持って的を絞った対応をす

るため、地域消費喚起・生活支援型として交付さ

れる予定の交付金をプレミアム商品券に全額配分

することとしております。

プレミアム商品券については、今定例会におい

て追加の補正予算として上程させていただくこと

としておりますが、主な概要といたしましては、

むつ商工会議所、むつ市川内町商工会、大畑町商

工会が実施するプレミアム商品券事業に対し、約

１億4,000万円を補助し、市民の消費喚起につな

がる取り組みへの支援をしたいと考えておりま

す。

プレミアム率については、むつ商工会議所が発

行する商品券は20％、むつ市川内町商工会、大畑

町商工会が発行する商品券は30％を予定し、発行

総額はむつ市全体で８億8,480万円で、販売時期

や販売方法などの詳細につきましては現在調整中

でありますが、短期間で消費喚起につながる事業

と捉えており、当地域の経済効果を実感できるも

のと考えております。

このほか地方創生先行型として、当市へは

7,836万円配分されるものと伺っております。こ

の地方創生先行型は、地方が直面する構造的な課

題への実効性ある取り組みを通じて地方の活性化

を促すためのもので、まちづくり、人づくり、仕

事づくりに効果的な事業を市町村自ら戦略的に選

択する事業を先駆けて実施するものであります。

例えば地域資源を活用した新商品の開発、販売を

、 、行うときに 全国の消費者から新商品やその用途

販売方法等のアイデアを募集し、意見交換を行い

ながら、消費者とともにつくり上げることによっ

て商品を開発、販売する取り組みを支援すること

などがふるさと名物応援事業として考えられます

が、市では販路開拓支援を初め、Ｕ・Ｉ・Ｊター

ン、創業支援、観光振興、多世代交流、少子化対

策、雇用対策など総合的な戦略をまずはじっくり

と腰を据えて策定し、何を地域資源と捉えていく

かについても来年度戦略策定の一環として真剣に

議論していくこととしております。

また、平成26年度補正予算においては、地方創

生関連事業の一つにふるさと名物応援事業が国の

予算として40億円の事業規模で確保されておりま

すが、これは中小企業、小規模事業者が、中小企

業による地域産業資源を活用した事業活動の促進

に関する法律に基づき地域資源を活用した商品な

どの開発等に対する事業計画を国が認定し、支援

するものであります。

当市では、昨年10月に有限会社サンマモル・ワ

イナリーが青森県産リンゴを利用したアップルワ

イン、アップルスパークリングワインの開発、製

造、販売についてこの認定を受け、さらに２月に

は有限会社河野商店が青森県下北半島産アピオス

、 、を活用した食品開発 販売事業について認定され

これから事業計画に基づいた事業に対し、国から

の支援を得ながら、ふるさと名物の販売開拓に取

り組んでいくものと伺っております。こうした明

るい話題に続くようなふるさと名物を当市では地

域一体となって積極的に応援していくべきものと
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考えております。

応援宣言については、現在国会においてこの法

律の一部改正を審議中と伺っておりますので、法

改正後に、その詳細についても示されるものと存

じますが、中小企業、小規模事業者の支援につな

がるような積極的姿勢で取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、地域おこし協力隊についてお答えいたし

ます。議員ご発言のとおり、地域おこし協力隊は

地方自治体が都市住民を受け入れ、３年を任期と

して地域おこし活動の支援や農林漁業者への応

援、住民の生活支援など、地域の活性化に貢献し

てもらいながら、隊員がその地域に定住すること

を図っていくというものであります。佐井村での

地域おこし協力隊員の活動は、先般新聞報道のあ

りました「佐井村食べる通信」の発行のほか、こ

れまでも仏ケ浦でのコスプレイベントの開催や観

光ルートの開発などが報道されており、その斬新

な取り組みは地域活性化に大きく寄与しているも

のと認識しております。

地域おこし協力隊の受け入れについては、全国

的な広がりを見せておりますが、協力隊の活動が

成功につながるポイントとして、隊員の専門知識

が地域おこしに生かせること、受け入れる自治体

の将来ビジョンや協力隊に対する活動コンセプト

が明確であること、定住、定着の支援があること

などが挙げられており、現に活動している隊員へ

のアンケートでも、その土地での活動内容が魅力

的であることが赴任地を選択する一番の理由とさ

れています。

反対に失敗事例としては、協力隊の受け入れ費

用が交付税措置されるからとりあえず募集してみ

た、隊員の活動の自由度が低いといったことが挙

げられております。当市では、広い行政区域を有

する中で、隊員の取り組み内容を絞り切れなかっ

たことや、任期終了後の定住につなげるための方

策など地域としての独自性を打ち出すことができ

なかったこともあり、隊員の募集にまでは至って

いない状況にあります。

地方創生において、国の総合戦略の中で仕事の

創生が一つの柱になっており、平成27年度に策定

するむつ市の総合戦略においても仕事の創生に取

り組んでいくこととなり、具体についてはこれか

らの検討事項となりますが、新たな産業の芽出し

のために地域おこし協力隊の活用についても今後

研究してまいりたいと存じます。

次に、ご質問の６点目であります「むつ市のう

まいは日本一！」の推進、これにつきましては、

担当部長より答弁をさせていただきます。

次に、ご質問の７点目、産業振興の取り組みに

ついてでありますが、林業を取り巻く環境は、木

材輸入の増加等を背景とした木材価格の低迷、経

営コストの増加による採算性の悪化、過疎化によ

る林業労働力の減少と高齢化など、厳しい状況が

続いておりましたが、近年は国産材需要の高まり

や資源の充実により、生産量は増加傾向で推移し

ております。

このような中、六戸町に国内最大規模のＬＶＬ

単板積層材工場が今月中に完成する予定となって

おり、当市で生産された素材の供給先として大い

に期待されるものであります。

県内の林業に対する流れが活性化に向かいつつ

ある状況から、議員ご指摘の地場産業である林業

で働く若者雇用を充実させる取り組みが重要とな

っております。

国では、新規就業者の確保、育成及びキャリア

アップまで、研修を通じて林業事業体を支援する

緑の雇用現場技能者育成対策事業を行っており、

平成26年度はこの事業を活用し、市内の５つの林

業事業体から９名が研修していると伺っておりま

す。

また、この事業での研修生の年齢は20から30代
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の若者が多く、就労しながら林業技術を継承する

という部分においては大いに有効であり、林業事

業体の若返りにもつながるものと考えておりま

す。

市といたしましては、事業者等への情報提供を

行い、速やかな支援につながるよう関係機関と連

携してまいりたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

投票率最低返上についてのご質問につきまして

は、選挙管理委員会からの答弁となります。

〇議長（山本留義） 選挙管理委員会委員長。

（畑中政勝選挙管理委員会委員長

登壇）

〇選挙管理委員会委員長（畑中政勝） 池議員の

投票率最低返上についてのご質問にお答えいたし

ます。

議員ご指摘のとおり、新聞報道でも取り上げら

れましたさきの衆議院議員選挙の投票率を見ます

と、青森県は全国平均の52.66％を5.83ポイント

下回る46.83％と全国最下位となっております。

また、むつ市では第２区の選挙区内において15市

町村中８番目、県内40市町村では28番目の投票率

となったところでございます。

低投票率に対しての取り組みはどうなっている

かとのことでございますが、当選挙管理委員会と

しましては、初の試みとして、本年１月17日開催

のむつ市成人式において、成人式模擬選挙を実施

しているほか、県・市連携して今後の将来を担う

小学生を対象とした選挙出前講座を２月９日、大

平小学校６年３クラスで実施し、啓発活動に取り

組んだところであります。

また、青森県選挙管理委員会では、市町村選挙

管理委員会や県、市町村の明るい選挙推進協議会

などの関係者間で共有の認識を図るべく「本県の

低投票率の状況を踏まえた今後の取り組みの方向

性について」と題した試案を本年２月に作成し、

去る２月26日開催の青森県議会議員一般選挙にお

ける担当者説明会の席上で公表しております。

この中では、主に若年層の政治、選挙に対する

意識の向上のための主権者教育の普及公開講座や

ヤングフォーラムの開催、将来の有権者である子

供たちの意識の醸成、学校教育と連携した啓発活

動として学校での選挙出前講座の実施、地域の明

るい選挙推進協議会活動の活性化として明るい選

挙推進協議会の研修会などを通した各種活動、投

票環境の向上、有権者が投票しやすい環境づくり

として期日前投票の新たな設置、そして選挙時の

啓発活動として街頭活動の実施の５つの具体項目

を示しながら、取り組みの柱とする方向性を定め

ております。この中で特に着目しているのが投票

環境の向上でありまして、本県や他県の実例を示

しながら、期日前投票所のさらなる設置による投

票環境の向上の検討が必要としたところです。

説明会の席上、特に青森県選挙管理委員長から

は、大型商業施設などへの期日前投票所の設置に

ついては積極的な対応をお願いしたいとの挨拶が

あったところでございます。このように県として

も投票率の低下に危機感を持った対応をしており

ますが、当選挙管理委員会としましても、場所の

選定や二重投票防止のためのセキュリティの問題

など、クリアしなければならない問題があります

ものの、青森県当局と連携を図りながら、期日前

投票所の新たな設置に向け研究してまいりたいと

、 。考えておりますので ご理解賜りたいと存じます

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） ご質問の６点目 「むつ、

市のうまいは日本一！」に関連した急速冷凍冷蔵

施設を市で整備してはどうかと、６次産業化の支

援策についてお答えいたします。

まず、お尋ねの生産者が共同で利用できる急速

冷凍冷蔵施設を市で整備してはどうかとのご提案

でありますが、これまで市は、事業者が設備等を
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整備する場合は、事業者のニーズに応じ、国や県

が設けている補助制度の活用に向けた相談や情報

提供を行うなどの支援策を講じてきたところであ

り、今後も同様の支援に努めてまいりたいと考え

ております。

このたびの地方創生先行型の活用について、い

わゆるハード整備を直接目的とすることは制度上

できないこととなっておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

次に、６次産業化に関連して付加価値を高める

方策についてでありますが、当市でとれる農林畜

水産物は、どれもが自慢の一品として誇れるもの

であり、そのうまさと品質は市場においても高い

評価を得ているものと認識しております。生産者

は、生産品を二次加工することで新しい商品を開

発し販売するなど、６次産業化に取り組むことで

自らその付加価値を高める努力をされているとこ

ろであります。しかしながら、当市の農林畜水産

物は、その生産量から首都圏のスーパーなど大手

量販店との大規模な取引には向いていない商品も

あるところであります。

市といたしましては、量販店の販路を構築する

よりも、著名なレストランなどにおいて食材とし

て使われ、シェフなどから高い評価を得ることが

大きなＰＲ効果を生むと同時に、生産量が多くな

いハンディを逆に他の産品と比べておいしい理

由、生産過程を顧客に伝えることでブランド化に

もつながっていくものと考えることから、今後と

もさらなる付加価値を高めながら、販路拡大に向

け取り組んでまいりたいと考えております。

さらに、去る１月15日に国立大学法人弘前大学

食料科学研究所との連携協力に関する協定を締結

したところであります。今後は、当市の農林畜水

産物の成分を分析していただき、食材のおいしさ

に加えて健康志向についての科学的な裏づけを得

られれば「むつ市のうまいは日本一！」の価値を

格段に高めることが可能となり、販路拡大が加速

していくものと考えております。

設備投資につきましては、農林水産省や中小企

業庁、青森県、むつ小川原地域産業振興財団等に

よる支援事業を相談に応じご案内させていただい

ております。今後につきましても、経済部担当ま

でご相談いただければ幸いと存じます。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 答弁ありがとうございます。

再質問に移りますけれども、まず先に選挙管理委

員会委員長に再質問いたします。

今与野党６党は、３月５日に18歳選挙権の実現

に向け、公職選挙法などの一部改正案を衆議院に

。 、再提出いたしました 今国会で成立いたしますと

来年夏の参院選から適用されます。高校３年生で

選挙権を持つ生徒も当然出てまいります。期日前

投票を考えますと、出張する期日前投票所の取り

組みがベストと私は考えますが、そのためには投

票者を管理するための専用ネット環境の整備を今

から進めなければならないのですが、このことに

ついてお伺いいたします。

〇議長（山本留義） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（舘 健二） 池議員

の出張投票所につきましてお答えいたします。

今病院とか施設等につきましては、不在者投票

制度というのがございまして、その病院長とか施

設の長が投票管理者になりまして、申請のありま

した有権者は、その場所で投票ができるという制

度でございます。ですから、今のところ職員がそ

の場所に出張するということは、もう少し研究し

てまいりたいと考えております。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 先ほど対策の中で、小学校の

講座とかもこれからすごく便利になってくると思

います。また、生徒もそれで勉強して、高校生に

なったら投票できるようになると思いますけれど
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も、先ほど壇上でも説明しましたけれども、その

出張投票所は、高校で選挙するときになれば、や

はり出張という、一日でも投票日だよと教えてお

きながら、そこで投票できるようにできると思う

のです。そういうところを考えながら、自分はど

こでも出張して投票所を持っていって投票できる

のがベストではないかと思いますので、検討のほ

うをよろしくお願いしたいなと思います。

次に、プレミアム商品券について再質問いたし

ます。当市の経済効果が期待されるプレミアムつ

き商品券の発行の時期について、私はタイミング

が重要と考えます。４月末からの花見でにぎわう

時期か、７月からの祭りの時期が市民の方々も使

い勝手がいいのではないかと私は考えますが、い

つ発行するのかお聞きいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

プレミアム商品券の発行時期についてでありま

すけれども、現在商工会議所、商工会と調整をし

ているところでありますが、現時点では７月をめ

どに発行するということで予定しております。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） ありがとうございます。７月

に発行されれば、本当に祭りから大いににぎわっ

ていくのではないかと私は考えます。

次の再質問ですけれども、産業振興について再

質問いたします。昔はむつ市でも林業で一世風靡

した時代もありました。地方創生元年であり、む

つ市も変わる時であると私は考えます。円安に伴

う輸入材の価格上昇によって、住宅建築に国産材

を使用するニーズが高まってきているところであ

ります。むつ市の林業への追い風を生かして成長

産業に飛躍させる好機ではないかと私は今考えて

いるのですが、先ほど答弁の中で、六戸町に工場

が今できると言っていたのですけれども、そうい

う工場を六戸町まで行かないでむつ市に持ってこ

れないのか。これは、政府はＣＬＴの生産企業に

設備導入費を助成するとありましたので、わざわ

ざ六戸町まで行かなくても、この成長産業に生か

すには、むつ市にこの助成を使って持ってくるべ

きではないかと思いますけれども、市長、どうで

しょう。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

単板積層材の工場をむつ市に持ってこられない

かということでありますけれども、まずこれ事業

主体というものが、事業をする工場の方がどうい

うふうに考えるかということがまず第１点だとい

うふうに思います。企業誘致の中では、我々の特

殊性とか地域性とかということを考えて来ていた

だけるという手を挙げた方に支援をするというの

がこの市の立場でございますので、どこかにある

ところを持ってくるとかということではちょっと

ないかなというふうに考えております。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） やるところを持ってくるとい

うあれではなくて、ＣＬＴの生産企業に設備導入

費を出すよと国がおっしゃっているのです。そう

いう点で、ＣＬＴの工場を、その助成を使ってむ

つ市に、市民、また企業を集め情報提供をして、

市が率先して成長産業に育てていく方向では考え

られませんか、市長。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 少し繰り返しの答弁になり

ますけれども、これまず事業者がいて初めてでき

る工場なりなんなりということなのだと思いま

す。にわかには、このむつ市の中に単板積層材の

これを取り組む事業者がどれくらいいるかという

のはわかりませんけれども、これが多くむつ市の

中にいるということであれば、必然的に工場がで

きるということであります。ですから、そういっ

た意味で、突然工場を誘致するということではな
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くて、この事業者がいて、初めてこういったこと

になるということで先ほど答弁させていただきま

したので、繰り返しになりますけれども、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） わかりました。

次の質問にいきます 「むつ市のうまいは日本。

一！」の推進について再質問ですが 「むつ市の、

うまいは日本一！」の商品で、真空パックして冷

凍で出荷する商品もあります。先ほど壇上から説

明しましたけれども、リキッドフリーザーでの冷

凍方法でできた高品質な商品は新商品になると私

は考えますが、市長はどうお考えでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） フリーズする商品が新商品

になるというよりは、それが何かというところが

まず大事だというふうに認識しています。ですか

ら、もともと何を使ってフリーズをして、それを

買ってくれる人が何か、私は全て産業振興という

のは出口があって初めてできることだと思いま

す。冷凍庫があって何か産業が振興するというこ

とではなくて、やっぱり今ある地域資源、これさ

まざまあると思いますけれども、特に海産物を中

心として市場の評価が高いわけですから、そうい

ったものを、まずどこの人たちが興味を持ってく

れるのか、買ってくれるのかというところからし

っかり研究をして、その過程の中でやはり冷凍庫

も必要であろうということになって、さらにその

冷凍庫の整備自体がこの市の発展にやっぱり寄与

するということがあって初めて整備ということに

つながってくるというふうに私は理解をしていま

す。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 今のリキッドフリーザーの冷

凍ですと、肉も魚も本当に生のとれたての状態で

解凍できるというすばらしいものであります。市

長が就任の挨拶の中で、世界のむつ市となり、む

つ市がさまざまな分野で１番になるため全力で駆

け抜けるとおっしゃっております。この「むつ市

のうまいは日本一！」も、いろんな賞味期限で見

ると、海外に輸入するとかとなると、やはり冷凍

の技術が必要になってくると考えます。そうなり

ますと、むつ市のうまいは世界一になる可能性が

あると思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

そういう意味で世界一とか日本一とか、そうい

ったところを目指してやっていくということであ

りますけれども、あくまでも先ほども申し上げま

したけれども、買ってくれる人がいないと、冷凍

しても冷凍庫に置いたままになってしまうという

ことでございます。買ってくれる人を探すという

のは、もともといろんな海産物の資源があります

けれども、では何をターゲットにしてやるのかと

いうこと、そこからスタートして、これが欲しい

となる。欲しいというレベルが冷凍庫が要らない

レベルなのか、冷凍庫が必要なレベルなのかとい

うことを考えたうえで、そういった全体の中でこ

の必要性を論じていくべきだというふうに考えて

います。

〇議長（山本留義） これで、池光弘議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時10分まで休憩いた

します。

午後 零時０３分 休憩

午後 １時１０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎石田勝弘議員
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〇議長（山本留義） 次は、石田勝弘議員の登壇を

求めます。10番石田勝弘議員。

（10番 石田勝弘議員登壇）

〇10番（石田勝弘） 市誠クラブ所属の石田勝弘で

あります。むつ市議会第223回定例会に当たり、

通告いたしましたとおり一般質問を行います。

我が国は、今後総人口の減少及び少子化、高齢

化の進行が見込まれております。今後は、東京、

大阪など３大都市圏でも人口減少が見込まれます

が、特に地方においては大幅な人口減少と急速な

少子化、高齢化が見込まれています。このような

状況を踏まえ、地方圏において安心して暮らせる

地域を各地に形成し、地方圏から３大都市圏への

人口流出を食いとめるとともに、３大都市圏の住

民にもそれぞれのライフステージやライフスタイ

ルに応じた居住の選択肢を提供し、地方圏への人

の流れを創出することが求められております。

市町村の主体的取り組みとしては、中心市の都

市機能と近隣市町村の農林水産業、自然、環境、

歴史、文化などそれぞれの魅力を活用して、ＮＰ

Ｏや企業など民間の担い手を含め、相互に役割分

担し、連携、協力することにより地域住民の命と

暮らしを守るため、圏域全体で必要な生活機能を

確保し、地方圏への人口定住を促進する受け皿づ

くりのため、総務省は定住自立圏構想なる政策を

練り上げ、平成21年４月から全国各地で展開され

ております。

平成25年３月時点では、全国で72の圏域でいろ

いろな取り組みが続いております。その一例を挙

げれば、市町村間の役割分担による生活機能を強

化する政策では、医師の派遣や、休日夜間診療所

の運営など医療分野が72の圏域で、介護、高齢者

福祉、子育てや障害者の支援など福祉分野が56圏

域で、図書館ネットワーク構築や公共施設の総合

利用など教育分野が59の圏域で、広域観光ルート

の設定、農水産物のブランド化や企業誘致など産

業振興分野が68圏域でそれぞれ取り組まれており

ます。また、市町村間の結びつきやネットワーク

を強化する政策では、地域公共交通のネットワー

ク化やバス路線の維持など地域公共交通分野が

68の圏域で、生活道路の整備など交通インフラ整

備の分野が43圏域、学校給食への地元特産物の活

用や直売所の整備など地産地消の分野が33圏域で

取り組まれております。そのほかマネジメント能

力の強化のために27の圏域で、圏域外から専門家

を招聘し、医療や環境、ＩＣＴなどの研修を行っ

ております。

先日むつ下北でも、その定住自立圏構想への取

り組みが報道で明らかになりました。むつ市を中

心とした下北郡の５市町村が連携し、観光振興な

どの取り組みを強化し、圏域経済の底上げを図る

ため定住自立圏の形成を実現したいというもので

あります。

その１段階として、むつ市がことし９月までに

中心市宣言を行い、その後周辺４町村と定住自立

圏形成協定を結び、共生ビジョンを策定すること

になります。国は、これらの取り組みに対し特別

交付税などで支援することになっております。

そこで、次の３項目について市長のご所見をお

伺いいたします。

まず、市が取り組もうとしている定住自立圏の

内容についてでありますが、１番、むつ市が想定

している定住自立圏のタイプについて、２、現在

、 、までに全国と県内の取り組みの実態について ３

むつ市が中心市宣言を行う９月までのスケジュー

ルについてお伺いいたします。

次は、国の財政支援について２点ほどお尋ねい

たします。

まず、国が支援する交付税などの額は幾らぐら

いなのか。

次に、財政支援の時期と期間についてもお伺い

いたします。
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最後は、下北半島内の市町村では、従来から取

り組んでいるジオパーク構想や観光客の利便性を

高めるために、宿泊手配や旅行プランの提案など

の窓口を一本化する新規事業、観光地域づくりプ

ラットフォームの実現に向けて、関係市町村や団

体を巻き込んで現在取り組んでいるところであり

ますが、これらの連携事業との関連性についても

お伺いいたします。

次は、街路灯のＬＥＤ化についてお尋ねいたし

ます。釜臥山展望台からの夜景は、まるで宝石を

まとった華麗なチョウが羽を広げているように見

えることから、夜のアゲハチョウに例えられ、函

館、神戸、長崎の日本三大夜景には及ばないもの

の、国定公園下北半島をロマンチックに彩る東北

地方随一の夜景と称されております。このように

下北の観光にも一役買う面も見せる街路灯であり

ますが、むつ市内を見渡せば夜の通学路などまだ

まだ暗い場所も多くあり、十分な数が設置されて

。 、 、いるとは言えません しかし 街路灯に係る経費

修理費や電気料金などがむつ市の乏しい財政に及

ぼす影響も決して無視できないものであります。

そこで、市内一円の街路灯の器具、灯具の寿命

延長や電気料金の節減のためにも、できるだけ早

期にＬＥＤ化を図るべきと思います。そこで、次

の５点についてお伺いいたします。

１、現在の市内の街路灯の数と電気料金の額は

幾らぐらいか。

２、現時点でのＬＥＤ化率は幾らなのか。

３、全てがＬＥＤ化された場合の電気料金額の

予想と、それは現在より何％ぐらい削減になるの

か。

４、全てＬＥＤ化をする場合の市の財政負担は

幾らか。

最後に、県内他市のＬＥＤ化への取り組みの状

況はどうなのかお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問といたしますが、市長及

び理事者には、明快かつ前向きなご答弁をお願い

いたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 石田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、定住自立圏への取り組みについてのご質

問の１点目、市が取り組もうとする定住自立圏の

内容についてでありますが、人口減少、少子高齢

化の急速な進行、３大都市圏への人口流出に歯ど

、 、めをかけ 地方圏への人口の流れを創出するため

国では平成20年に定住自立圏構想を掲げており、

この構想においては集約とネットワークを基本的

な考え方に、中心となる市において圏域全体の生

活に必要な都市機能を集約的に整備するととも

に、密接な関係を有する近隣市町村において必要

、 、 、な生活機能を確保するなど 相互に連携 協力し

地方圏における人口定住化や活力と魅力ある地域

の形成を目指すこととされております。

平成27年２月時点での定住自立圏構想の全国の

取り組み状況については、中心的な役割を担う市

として中心市宣言を行ったのが104市となってお

り、このうち圏域の将来像、協定に基づき推進す

る具体的取り組み、期間等を取りまとめた定住自

立圏共生ビジョンを策定したのが86市となってお

。 、 、 、ります 青森県内では弘前市 八戸市 十和田市

三沢市が既にビジョン策定済みで中心市要件を満

たすものの、宣言をしていないのが青森市、五所

川原市、むつ市となっております。県内でビジョ

、 、ン策定済みの４市の主な政策分野としては 医療

福祉、教育、産業振興、地域公共交通、市町村職

員の育成などとなっております。

中心市宣言を行うまでのスケジュールについて

でありますが、先月大間町、東通村、風間浦村、

佐井村の４町村長と会談し、定住自立圏の形成に

ついて連携し取り組んでいく意向を確認したとこ
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ろであり、市では今後４月から新たに設置する総

合戦略課が事務局となり、連携する市町村間で協

議を重ね、周辺町村の意向にも配慮しつつ、圏域

全体におけるマネジメント等の役割を担う意思を

明らかにするための中心市宣言を本年９月までに

行う予定で作業を進めたいと考えております。

定住自立圏構想の制度においては、連携する政

策分野として医療、福祉、教育、産業振興など生

活機能の強化に係る政策分野、地域公共交通、イ

ンフラ整備など、結びつきやネットワークの強化

にかかわる政策分野、人材育成、外部からの人材

確保など圏域マネジメント能力の強化にかかわる

政策分野が規定されていますが、我々が連携する

具体的取り組みについては、今後本格的に行う市

町村間協議で方針を定めていくこととなります。

次に、国の財政支援については、ビジョンに示

された事業や圏域住民への普及啓発事業に要する

経費が特別交付税措置されますが、平成26年度か

らその内容が拡充され、中心市は最大で年間

8,500万円程度、周辺市町村は最大で年間1,500万

円となっており、基本的にはビジョンの期間中の

おおむね５年程度を想定しております。

また、圏域外における専門性を有する人材を活

用する経費として、１自治体当たり700万円を限

度として特別交付税が３年間措置されるほか、地

域医療確保の経費に対しても年間800万円を上限

に措置されることとなっております。

従来の下北半島５市町村の連携事業との関連に

ついては、一部事務組合において共同運営してき

た医療、消防、救急、ごみ処理などを初め、任意

の団体を組織して取り組んできた観光振興、地域

開発、ジオパーク構想などの連携事業があります

が、これまで市町村独自で負担してきた財政的負

担が軽減されるとともに、広域連携での事業実績

もあることから、定住自立圏構想での取り組みに

より、さらに事業効果が向上するものと考えてお

ります。

次に、街路灯のＬＥＤ化についてのご質問にお

答えいたします。ＬＥＤを活用した街路灯につき

ましては、従来の蛍光灯に比べ長寿命でエネルギ

ー効率がよく、電気料金の削減やＣＯ 削減に大２

きな効果が期待できることから、当市におきまし

ても新たに設置する場合などはＬＥＤ化している

ところであります。しかしながら、高性能である

反面、価格が高額であることや初期投資に多額の

費用を要することから、街路灯の全面ＬＥＤ化に

ついては大きな課題となっていたところでありま

す。

これらの課題を踏まえ、来年度は民間資金を活

用したＥＳＣＯ事業による街路灯の原則全面ＬＥ

Ｄ化の導入に向けて取り組むこととしており、私

といたしましては、この取り組みを通じて明るく

安全で、そしてエコなまちづくりを目指してまい

りたいと考えております。

街路灯の設置状況等については、担当部長から

答弁をいたします。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 市長答弁に補足説明をい

たします。

街路灯の設置状況等につきましては、平成27年

１月末現在、市内全域で8,415灯設置され、電気

料金は平成25年度実績で約4,330万円となってお

ります。ＬＥＤ化率につきましては、731灯設置

され、約8.7％となっております。

街路灯が全てＬＥＤ化された場合の電気料金に

つきましては、概算で年間約1,610万円となり、

約62.8％の削減が見込まれます。全てＬＥＤ化す

る場合は、初期投資で約２億7,000万円が必要と

見込まれます。

県内の取り組み状況でありますが、弘前市が平

成25年度で、青森市が今年度で、それぞれＥＳＣ

Ｏ事業により街路灯をＬＥＤ化されたと伺ってお
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ります。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 若干再質問させていただきま

す。

定住自立圏構想でございますが、むつ市がこれ

から取り組むのはどんなタイプかという話で質問

いたしましたが、今後市町村間で協議して定めて

いくということであります。今までも、実際医療

は一部事務組合下北医療センターというのがござ

いますし、消防とごみ処理は下北地域広域行政事

務組合ということで、これまでも取り組んでいる

わけです。下北半島そのものは、まさにこの定住

自立圏に全くそのまま該当してもいいというよう

な性格の土地柄であります。そこで、当然ジオパ

ーク構想も今までも５市町村で、残念ながら昨年

は認定されませんでしたが、また今それに取り組

んでいるところでございます。

ことし10月に一般社団法人になる下北観光協議

会が主体となる観光地域づくりプラットフォー

ム、これは下北５市町村プラス横浜町、それから

あと民間の６団体で構成しているようでございま

すが、こういう取り組みもまさに定住自立圏の連

携なのではないのかなと、こう思うところであり

ますが、これについて支援してもらうというよう

なことにはならないのかどうか確認したいと思い

ます。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

定住自立圏の具体的な内容についてであります

が、これから本当にまずはこのむつ市でしっかり

と考えて、それを踏まえて町村のご意見を聞きな

がら固めていくということであります。ただ、今

現在ジオパークですとか、議員からご指摘のあり

ましたプラットフォームですとか、そういったこ

とについては、広域連携の中でもう既にやらせて

いただいておりますので、こういったことも含め

てこの定住自立圏構想の中に書き込まれていくと

いうふうに現時点では考えています。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 国からの財政支援は、その規

模によって中心市は年間8,500万円、支援の時期

はその事業が行われる５年間というまさにすばら

しい支援のあるものでありますが、それに該当し

てどういうスタイルでやっていこうかなという思

いが、これから協議をするとはいえ、市長の胸の

中には何かこういうのをしたいなという思いがあ

りましたら、それをお知らせしていただきたいと

思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

胸の中にはさまざまな思いがありますけれど

も、やはりそこは組織的にフィジビリティー、実

現可能性が高い政策に仕上げていかなければいけ

ないというふうに思っておりますので、その検討

過程の中でしっかりと議論をさせていただきたい

と思います。

少なくとも特別交付税の措置ですとか、あるい

は地域活性化事業債、新しい起債ができるですと

か、先ほど答弁の中でご紹介させていただいたと

おり、外部人材の活用に対する財政措置が行われ

るだとか、さまざまな支援メニューがあるわけで

あります。我々の政策と支援メニューをしっかり

とあわせて、財政負担が追加的に生じないような

形で、今やっている広域的な連携の前向きな事業

がこの定住自立圏の中でできるような形を私はつ

くっていきたいというふうに思っております。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） ぜひ市長のそういう思いを実

現させて、すばらしい定住自立圏をつくっていた

だきたいと心からお願い申し上げます。

続いて、ＬＥＤ化について質問いたします。Ｌ

ＥＤ化は全面ＬＥＤ化にするためにＥＳＣＯ事業
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に来年度から取り組むというお答えでございまし

たが、そのＥＳＣＯ事業といいますのはどういう

ものか、詳しく知らせてほしいと思います。株式

会社ＥＳＣＯという会社は、東京都新宿区にあっ

て、ＬＥＤを初め省エネの仕事をいっぱいしてい

るということだけはわかっておりますが、もう少

し詳しくお知らせしていただきたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

ＥＳＣＯ事業とはどういうものかということの

ご質問だったと思います。ＥＳＣＯ事業は、民間

資金を活用し、民間事業者にＬＥＤ化により削減

される費用の範囲内で設置工事と保守管理を委託

することで、市は現在の街灯に係る光熱費支出と

いうものが前提になるわけですけれども、初期投

資費用をかけずに財政負担なしで街灯についてＬ

ＥＤ整備できるというものでございます。このほ

か街路灯の保守に係る事務の効率化が図られ、事

業者に収益の見込める事業が創出されるというの

がＥＳＣＯ事業だというふうに認識しておりま

す。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 大体わかりました。来年から

取り組むことにして、何年ぐらいのスパンで考え

ているか、全部ＬＥＤ化にできるのか、そういう

考えがありましたらお願いいたします。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 弘前市、青森市の例では

10年となっておりますことから、これを参考にさ

せていただきながら事業を進めてまいりたいと考

えております。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） わかりました。

先ほど壇上でも申し上げましたが、街路灯の数

が決して多くはありません。特に心配しているの

は、最近ではいろんな子供を巻き込んだ事故が多

いことから、通学路などの街路灯の設置はきちん

としなくてはいけないと常日ごろ思っておりま

す。その通学路の明るさの点検などはどのように

していますか。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 職員の点検のほか、町内

会からの連絡等で、球切れ等に対しても対応させ

ていただいております。暗いという要望に関しま

しては、順次灯具をふやすなどして対応してきて

おりますが、財政事情から100％応えられる状況

にまだなっておらないところでございます。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） この街路灯については、毎年

何基ぐらい増設するとかという計画はございます

か。

〇議長（山本留義） 土木課長。

〇建設部副理事土木課長（下山房雄） お答えしま

す。

現在のところ、ここ数年の実績からいくと、年

間で約50灯前後設置させていただいております。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） これからも市民の生活の安全

を守るため、ひとつきちんと街路灯の設置もお願

いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（山本留義） これで、石田勝弘議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後１時50分まで暫時休憩いたします

午後 １時３９分 休憩

午後 １時５０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎工藤孝夫議員
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〇議長（山本留義） 次は、工藤孝夫議員の登壇を

求めます。３番工藤孝夫議員。

（３番 工藤孝夫議員登壇）

〇３番（工藤孝夫） 日本共産党の工藤孝夫です。

むつ市議会第223回定例会に当たり一般質問を行

います。

昨年末、安倍首相は、自らの長期政権を実現す

るために、突然の解散総選挙を行いました。アベ

ノミクスや消費税増税が多くの国民の暮らしをよ

、 、くするどころか かえって悪化させていることは

重なる世論調査の結果でも明らかであります。さ

らに、特定秘密保護法の強行採決から閣議決定に

よる解釈改憲に至る戦争ができる国に向けた暴走

政治、財界の意を受けた原発再稼働やＴＰＰ構造

改革推進姿勢に対する国民世論の反発が高まる中

での選挙でした。大政党に有利な仕組みにつくら

れた小選挙区制度によって議席数は維持しても、

少数の多国籍大企業と日米財界の利益を追い求め

る挙国挙兵型国家づくりが多くの国民の命を危険

にさらし、福祉を後退させ、厳しい暮らしに追い

やるだけであり、矛盾は大きくなるばかりであり

ます。この点を強調し、質問に入ります。

第１に、地方創生についてであります。このテ

ーマについては、既に３名の同僚議員が質してお

ります。重複を避けたいと思いますが、やむを得

ない場合もありますので、ご了承願いたいと思い

ます。

、 。さて ことしは統一地方選挙の年でもあります

第２次安倍内閣は、解散間際に地方創生を推進す

ることを目玉として、まち・ひと・しごと創生法

を国会で成立させました。既に破綻したアベノミ

クスの地方への波及を旗印にするとしているもの

の、これは国が推進する地方中軸都市構想などに

基づき、経済機能や行政投資、サービス施設のさ

らなる選択と集中、連携と集約を推進するという

ものです。

ご承知のように、地方制度調査会は、元総務相

の増田寛也氏が座長を務める日本創成会議が公表

したいわゆる増田レポートが発表されて、人口減

少と自治体消滅論に対しての危機感が大きくなっ

ています。こうした中で打ち出されたのが地方創

生ビジョンですから、これに乗りおくれてはなら

ないとの空気が広がったことが背景にあると言わ

れています。

しかしながら、問題は、なぜ地方はここまで疲

弊し、衰退したのか、どうしてこれほどまでに極

端な人口減少に見舞われているのかということで

あります。この点で歴代自民党政治の責任が問わ

れます。

地方衰退の原因という点で言うならば、第１に

輸入自由化などによる農林水産業の荒廃、大型店

舗法廃止による身近な小売店などの商店街衰退な

ど、これらは都市再開発、東京一極集中政策など

によってつくられたものであります。小泉政権の

三位一体改革で地方交付税を削減し、平成の大合

併へと追い立て、住民サービスを後退させ、地域

経済に打撃を与えました。安倍内閣では、消費税

率の引き上げ、社会保障の相次ぐ削減、労働者派

遣法の改悪により不安定雇用が拡大しています。

きわめつけは、地場産業をなりわいとする地域経

済を壊す環太平洋連携協定、すなわちＴＰＰを今

まさに強行しようとしているのであります。これ

らの根本原因こそ正し、改めなければ、地方創生

は成功しないはずですが、地方創生から見えてく

るものは、国の示す路線に従わせ、地方同士を競

わせようとするやり方であります。

地方創生法は、連携中枢都市圏構想の名で都市

部周辺の市町村にある文化施設や公共施設、行政

サービスの拠点を集約化するというものです。こ

れでは周辺地域の切り捨てと住民サービスの後退

が進み、地域の疲弊をさらに進めるだけです。目

指す先に地域間格差を拡大する道州制がありま
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す。この間の状況を見るとき、平成の大合併の号

令のもとで広域な自治体づくりがされたものの、

その後問題が顕在化してきているのはご承知のと

おりです。むしろ合併しなかった小さい農漁村で

個性的なまちづくりが進められ、若い人たちが移

り住む様子なども注目されています。

市長は、地方創生に期待を表明し、今定例会で

国の方針に基づく総合戦略課を新設するとしまし

た。国の補助メニューに従ったものの、猫の目農

政という言葉に代表される一貫性のない農業政策

や林業政策など、年月の経過とともにはしごが外

されるということは嫌というほど味わってきてい

ます。今度の地方創生は、再生と位置づけるべき

であります。１次産業や医療、福祉など、地域の

活性化や住民の立場に立った地方再生の取り組み

こそが求められております。

以上の事柄を申し述べ、次の諸点についてお尋

ねいたします。

第１に、市が策定する総合戦略は、広く市民や

地域住民の声をどのように反映させていくのかが

問われております。この点での具体的な手だてに

ついて、その全体像をお示しください。

第２に、第１次産業をどのように取り入れて活

性化を図り、仕事と所得の向上を図るのか、所見

を伺います。

第３に、旧町村部における医療、福祉の確保及

び向上、再生について伺うものであります。

次に、教育委員会制度改正について質問いたし

ます。憲法改正を目指す安倍政権のもとで、教育

委員会そのものが廃止されようとしてきました。

その本音は、教育行政も首長が担うということに

あったことはよく知られていることであります。

しかし、この廃止案には保守層を含めた広範な識

者が反対し、結局見送られた経過があったことは

ご承知のとおりと思います。

そこで、教育委員会制度は残したうえで、首長

の関与を強める改悪案が強行されました。具体的

には、１つに、首長が任命する新教育長制度、２

つに、首長の教育大綱制定権、３つに、首長と教

育委員会との協議体である総合教育会議の３つの

新しい仕組みが加わりました。言うまでもなく義

務教育は、教育基本法の精神に基づき、党派的勢

力の不当な影響と支配の排除、政治的中立の確保

を法で定め、目的としております。

そこで３点ほど伺います。

まず、今度の法改正によって、１点は、教育委

員会は首長から独立した意思決定機関であること

が重要なことは申すまでもありません。政治的介

入を排し、教育の自由と自主性が守られるのかお

尋ねいたします。

２点は、法改正で新たに自治体教育の目標や施

策の根本的な方針としての大綱を首長に義務づけ

ましたが、これら大綱は本来教育委員会と首長と

が合意できる民主的なものとして策定すべきであ

りますけれども、これらは保障されるのかどうか

伺います。

３点は、憲法と子どもの権利条約を生かすべき

でありますが、つながるのかどうか。

以上の３点について伺うものであります。市長

及び理事者の前向きで誠意ある答弁を求めて壇上

からの質問といたします。

大変申しわけございませんでした。冒頭むつ市

議会第224回定例会と言いましたけれども、第

223回定例会でございましたので、調整しておき

ます。大変失礼いたしました。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 工藤議員のご質問にお答え

いたします。

まず、まち・ひと・しごと地方創生の総合戦略

構想に関するご質問でありますが、大瀧議員、斉

藤議員、池議員に対する答弁と一部重複するこ
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とをご了承願いたいと存じます。

総合戦略策定のための庁内組織体制につきまし

ては、私を本部長とし、庁議メンバーと各行政委

員会等の事務局長から構成されるむつ市まち・ひ

と・しごと創生本部がその策定方針を示すととも

に、新年度には各部局、各庁舎のほか、行政委員

会や一部事務組合からの指名を受けた職員で部会

を組織し、創生本部の策定方針に基づいた基本的

事項や具体の施策について協議を重ね、むつ市版

総合戦略の策定を目指します。

また、新年度に新設いたします総合戦略課が本

部、部会との調整や戦略の取りまとめ等、事務局

としての役割を担っていくことになります。さら

に、観光や産業、大学や金融機関等で構成する推

進組織を検討してまいります。

住民の声を反映させるための手法につきまして

は、パブリックコメントを通じて広く市民の皆様

のご意見を反映させる手法を検討してまいりたい

と考えております。

総合戦略に対する１次産業の取り入れ方及び医

療、福祉の確保の仕方につきましては、戦略に盛

り込む具体の施策はこれから本格的に協議してい

くことになりますが、当市の最大の課題は雇用の

創出にあると考えております。雇用の問題につき

ましては、就業の機会をふやすことが人口減少等

に歯どめをかける有効な手段であり、まずは水産

業を初めとした１次産業など競争力のある産業を

伸ばしてくいこと、すなわち地域に根差した１次

産業が伸びて、次に２次産業を拡大し、結果とし

て３次産業が盛り上がる、そういった成果の形を

示すことが必要であろうかと考えております。

また、雇用創出を図ることは若者の定住と結婚

や子育て環境を整えていくことと切り離せない課

題でもありますことから、医療、福祉につきまし

てもしっかりと分析を行い、総合戦略の中に組み

入れてまいりたいと考えております。

新教育委員会制度についてのご質問につきまし

、 。ては 教育委員会から答弁をさせていただきます

〇議長（山本留義） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 工藤議員のご質問にお答え

します。

新教育委員会制度についてのご質問の１点目、

政治的介入の排除と教育の自由、自主性について

及び２点目、教育「大綱」の首長の義務づけにつ

いては関連性がありますので、一括してお答えい

たします。

初めに、斉藤議員のご質問の際にもご説明いた

しましたが、平成27年４月１日施行となる地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律に関して、改正の概要についてご説明さ

せていただきます。内容が重複いたしますことに

ついて、ご了承くださいますようお願いいたしま

す。

、 、 、法改正の目的は 教育の政治的中立性 継続性

安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任

の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共

団体の長との連携強化を図るとともに、地方に対

する国の関与の見直しを図るものであります。

改正の概要については、１点目として、教育委

員長と教育長を一本化した新教育長を設置するこ

と、２点目として、教育長へのチェック機能の強

化と会議の透明化を図ること、３点目として、全

ての地方公共団体に総合教育会議を設置するこ

と、４点目として、教育に関する大綱を地方公共

団体の長が策定することの、以上４点が今回の改

定のポイントとなります。

まず、新教育長についてでありますが、現行制

度において教育委員は、地方公共団体の長から教

育委員として任命された後、教育委員会の代表者

である教育委員長及び事務の統括者である教育長

を教育委員会において委員の中から選任すること
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となっております。このことから、教育委員会に

おける実質的な責任の所在が不明確であるという

課題がございましたが、今回の改正により教育行

政の第一義的な責任者及び地方公共団体の長の任

命責任の明確化が図られることとなります。

教育委員長と教育長が一本化されることで教育

長の職責は重くなりますが、地方公共団体の長が

教育長を任命する際に議会の同意が必要であるこ

とについては、現行の教育委員任命の際と同様で

あります。

さらに、新教育長の任期は３年であり、他の教

育委員の任期である４年より短くなることから、

他の教育委員はもとより、議会からのチェックも

厳しく受けることになると考えております。

また、改正法施行後においても、教育委員会は

引き続き執行機関として存続し、総合教育会議に

おいて地方公共団体の長と協議、調整は行います

が、最終的な執行権限は合議体である教育委員会

の決定となります。総合教育会議は、法に規定さ

れた事項のほか、地方公共団体の長または教育委

員会が特に必要あると判断した事項について協

議、調整を行うものであり、教育委員会が所管す

る事務の全てについて協議、調整を行うという趣

旨で設置されるものではございません。

また、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教

科書採択や個別の教職員人事等、特に政治的中立

性を要する事項については協議、調整事項とすべ

きではない旨文部科学省からの通知で示されてお

ります。したがって、政治的な中立性及び教育の

自由と自主性は現行のとおり確保されるものと考

えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

教育に関する大綱の策定につきましては、同法

第１条の３において策定が義務づけられており、

策定に当たっては総合教育会議での協議を経て、

地方公共団体の長が策定することと規定されてお

ります。また、その内容については教育基本法に

基づいて策定された国の教育振興基本計画におけ

る基本的な方針を参酌して定めることとされてお

ります。

現在むつ市においては、むつ市長期総合計画を

初め既に策定されている教育に関する計画がござ

いますが、これらの計画を生かしつつ、教育行政

の発展に資する大綱の策定について総合教育会議

の中で協議し、民意を代表する立場である市長が

策定することとなりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、ご質問の３点目、憲法と子どもの権利条

約についてお答えいたします。子どもの権利条約

は、子供の基本的人権を国際的に保障するために

平成元年の国連総会で採択され、平成２年に発効

されたもので、日本は平成６年に批准しておりま

す。この条約の趣旨は、世界の多くの子供が今日

なお貧困、飢餓などの困難な状況に置かれている

、 、ことに鑑み 世界的な視野から子供の人権の尊重

保護の促進を目指したものであります。

その内容は、基本的人権の尊重を基本理念に掲

げる日本国憲法、教育基本法や我が国が既に締結

国となっている国際人権規約と軌を一にするもの

であります。この条約の批准、適用を契機に、文

部科学省からは、さらなる教育の充実を図るべく

通知が出されております。

このような背景により、広く国民の基本的人権

尊重の精神が高められるとともに、子供が人格を

持った一人の人間として尊重されることはもとよ

り、学校においても子供の人権を十分配慮し、一

人一人を大切にした教育が推進されてまいりまし

た。

この文部科学省の通知の主な内容は、第１点目

として、学校においては本条約の趣旨を踏まえ、

日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、教

育活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の徹底

を一層図っていくことが大切であること、またも
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とより学校において児童・生徒に金利及び義務を

ともに正しく理解させることは極めて重要であ

り、この点に関しても日本国憲法や教育基本法の

精神にのっとり、教育活動全体を通じて指導する

こと、第２点目として、学校におけるいじめや校

内暴力は児童・生徒の心身に重大な影響を及ぼす

深刻な問題であり、本条約の趣旨を踏まえ、学校

は家庭や地域社会との綿密な連携のもとに真剣な

取り組みの推進に努めること、第３点目として、

体罰は児童・生徒の人格形成に大きな影響を与え

る行為であり、学校教育法により厳に禁止されて

おり、体罰禁止の徹底に一層努める必要があるこ

となどとなっております。

教育委員会といたしましては、このような通知

を踏まえつつ、これまで学校教育活動の中で議員

ご指摘の日本国憲法及び子どもの権利条約の趣旨

の徹底を図ってまいりました。したがいまして、

新教育委員会制度施行後も、児童・生徒が人格を

持った一人の人間として尊重されなければならな

いことは明白であり、市内小・中学校においては

これまでと同様に一人一人の児童・生徒の人権に

十分配慮した教育が行われるよう指導の徹底を図

ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） ご答弁ありがとうございまし

た。教育委員会の改正のほうから先に再質問させ

ていただきたいと思います。

。 、１点だけお尋ねします 現在教育施策の基本も

それから教員の人事の方針も、これは教育委員会

側に権限があるということで、そのようにずっと

なっているというふうに理解しておりますけれど

も、この理解でよろしいでしょうか。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） ただいまのご質問の件につ

きましては、教育委員会に執行権限があるという

ことでこれまでもやってきましたし、これからも

同じだということでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） そういう中で、今度は首長が

任命するいわゆる新教育長、こういういう方が教

育長になっていくわけでありますけれども、明ら

かに首長が任命する教育長が非常に大きな権限を

持っていくということは否定し得ない事実ではな

いかなというふうに考えております。

この点でのかかわりで、私一つこの際聞いてお

きたいのは、いわゆる安倍政権で言う教科書方針

といいますか、安倍首相という方は、いわゆる皇

国史観のチャンピオンみたいな方ですから、首相

が今後日本は皇国史観にのっとった教科書を進め

ていくのだという方針を打ち出して、そして首長

が任命する新しい教育長が、それもそうだと、そ

うしたほうがいいということになったならば、教

科書の採択はどういうふうな形で進められていく

のか、この点についてお聞かせ願いたいと思いま

す。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 新教育長、教育委員長と教

育長を一本化した新教育長になったとしても、そ

の教育長制度というのは独任制の教育長ではなく

、 。て あくまでも教育委員会の合議制の中で行うと

したがって、教育委員会が意思決定したことに対

する、そのことに反対するような事務執行は行う

ことはできないということでありますので、その

点で私は担保されるのではないかというふうに思

っています。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） 今私が聞いたことは担保され

るという教育長の答弁でありましたので、一つそ

の点は安心した部分もあります。
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そういうことで、市長にはこれからもずっと憲

法を守るという立場で、一般質問でもそのように

答えておりますので、その点は不当な政治的介入

をしないというようことで頑張っていっていただ

きたいというふうに思いますけれども、市長のお

考えをお聞かせください。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 通告をいただいていないの

ですが、お答えしてもよろしいでしょうか。

〇議長（山本留義） 範囲内でお願いします。

〇市長（宮下宗一郎） わかりました。お答えいた

します。

遵法精神、憲法を守ってしっかりやってくれと

いう話、ご質問だったと思いますけれども、私と

いたしましては、当然のことながら、一番最初の

議会でも憲法の精神を遵守して行政に当たるとい

うことは述べさせていただいていますけれども、

改めてその思いについては同じであるということ

をお伝え申し上げます。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） 地方創生についてお尋ねした

いと思います。

今度のまち・ひと・しごと創生法ビジョンにつ

いては、冒頭にも言いましたように、各専門分野

からもいろいろ議論が噴出しているというのはご

承知のとおりだと思いますが、そのことはこれま

でもずっと歴代の首相の中でも地方の時代、地方

の時代だというふうにさんざん言ってきたし、我

々もそう聞かされてきました。しかし、壇上でも

述べたように、さまざまな政策がとられ、一向に

それがいい方向に打開するのではなくて後退して

いる、そして今の結果を生んでいるというのが事

実だと思います。

そこで、市長に総括的に、あるいは端的にお尋

ねいたしますけれども、１つは、地方創生に期待

するということで新聞なんかでも市長のコメント

が出されておりますけれども、私は創生というよ

りも、地方の再生を目指すべきではないのかなと

いう考えは持っておりますけれども、この地方創

生に期待するというのは、主に補助があるからと

いうふうなところにあるのでしょうか。その点を

お聞かせください。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

地方創生に期待するというふうな形で報道がさ

れました。確かに私もそのとおり答えましたけれ

ども、この趣旨としては、今まさに我々が行おう

としている１次産業の支援ですとか、２次産業で

いけば企業誘致ですとか、あるいは３次産業でい

けば観光ですとか、そういったところに着目した

政策を国が支援をするというようなことでありま

す。何もそれは財政的な支援だけではなくて、人

的な支援もありますし、そのほかさまざまな支援

があるというふうに聞いていますので、それを総

体として捉えて期待をしているというふうに申し

上げました。

〇議長（山本留義） ３番。

（ ） 。〇３番 工藤孝夫 ついでに市長にお尋ねします

なぜ地方は今日のような深刻な事態になったとい

うふうに感じておりますか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 非常に漠然とした質問で、

お答えするのが難しいわけですけれども、今の状

況に至ったということ、１つ例えば人口減少とい

うところで考えますと、この人口減少には２つの

大きな要因があるというふうに言われています。

１つは自然減、それから２つ目が社会減でありま

す。自然減というところでいけば、これは亡くな

られる方のほうが生まれてくる子供よりも多くな

っている、そして社会減のほうは、これは若者が

出ていったりですとか、例えば事業所がなくなっ

て、その働く人たちが出ていくだとか、そういっ
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た要因が挙げられているわけです。

地方の現象を見ていくと、それぞれの恐らく人

口減少には処方箋があるのだと思います。自然減

でいえば子育て環境をしっかり整備するですと

か、そういったところで少子化を防ぐ、社会減で

いけば、若者の流出をふせぐためには、まずはや

っぱり高等教育機関があるかないかという議論が

あり、また事業所の先ほどの例でいけば、地域の

経済が活性化しなければいけないということもあ

るのだと思います。そういったさまざまな取り組

みをしっかり行ってきたかどうかということが今

日の地方の状況につながっているというふうに思

いますし、こうしてこなかったから今の地方があ

るということではなくて、さまざまな要因が今の

地方の現状を生んでいるというふうに理解をして

います。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） 国が決定したまち・ひと・し

ごとの計画に沿って予算づけがされていくわけで

すから、地方自治体としては一定の期待を持つと

いうのはある意味では当然だというふうには思う

ものの、やはり地方をここまで後退させてきたも

のは何かということで、その大もとの政策をただ

してみるということがこれから非常に大事になっ

てくるというふうに私は思うのです。

その点で１つ言えば、例えば平成22年の12月定

例会で、私は前市長にＴＰＰの問題で質問したこ

とがありました。そのとき前市長は、ＴＰＰに参

加することによって市の経済は壊滅的な影響を受

けるのだという答弁をされたことがあるのです。

ですから、今政府がこうした政策をどんどん進め

ていって、地方自治体に対して人をふやせ、仕事

をふやせ、あれもやれ、これもやれと、そういっ

ても、４年や５年ではそう簡単にできませんよと

いうことを私は言いたいわけです。

そこで、今質問するわけですけれども 「むつ、

」 、市のうまいは日本一！ をずっと今進めてきたし

これからもそういう点では進めていかなければな

らないと私も思うのですけれども、いわゆるこの

ＴＰＰが導入されてしまえば、地方自治体がどん

なに頑張っても、どういう手を打っても、本当に

これはざるで水をくむような、そういう悲惨なこ

とになってしまうという感じを持っているわけで

す。ですから、このＴＰＰに対して市長はどのよ

うな考えを持って、どのように対処されていこう

としているのか、考えがあったら所感をお聞きし

たいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

ＴＰＰに関しての見解ということでありますけ

れども、まず一般質問でありますので、市の一般

事務ということから考えますと、なかなかこれに

ついての評価をするということは難しいと思いま

す。ただ、一般論として言わせていただければ、

まだＴＰＰ、これ全容が明らかになっているとい

うふうには私は思っておりません。税率ですとか

非関税障壁の部分、そういった部分がそれぞれの

食品目ごとにこれから定められていくということ

で考えておりますので、一概に今の時点でこの市

の経済にとっていい、悪いという判断はできない

のではないかというふうに思います。

それから、先ほどの問題につけ加えさせていた

だきますけれども、やはり今の地域の現状という

ことを考えれば、このむつ、下北半島は非常に地

理的な条件として悪いというのも今の現状になっ

ている一つの大きな要因であろうかというふうに

考えています。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） 次に、この総合戦略を策定す

るに当たって、いまいちぴんとこない点がありま

すので、わかりやすくお答え願いたいと思うので

すが、これを策定するに当たって、市が今議会に
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も提出された新市まちづくり計画、それから現在

ある長期総合計画、これとの整合性はどうなるの

かという点です。これらを踏襲していくのか、そ

れともまた別に総合戦略というものをつくってや

ろうとしているのか、非常にわかりづらい面もあ

りますので、ここをひとつご説明願いたいと思い

ます。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 地方版の総合戦略、むつ市

まち・ひと・しごと総合戦略については、中身こ

れからということでございますので、なかなかわ

かりづらいというご指摘はごもっともだと思いま

す。

この新市まちづくり計画、それから長期総合計

画との関係でありますが、当然今まである計画で

それぞれ我々の機関、そして議会の皆様との関係

でつくられたものでありますので、こういったと

ころと調和を図りながら計画を策定していくこと

になろうかと思います。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） 先ほど同僚議員も１次産業に

ついて触れておりましたけれども、私１次産業と

いった場合に、むつ市では林業に対する課題が余

りに重視されていないのかなという印象をずっと

受けております。確かに大きな問題ではあります

けれども、旧大畑町でも非常に盛んなときは製材

所がたしか14か15ほどもあったでしょうか、それ

から旧川内町も林業の町と言われてきましたし、

旧脇野沢村もそのとおりだし、そういう森林の活

性化があって、海もある、川もあるということで

ありますので、林業の振興なくして２次産業、３

次産業もないわけですから、この点をどう図って

いくのかは、そういう位置づけについてもこれか

らだというようなことでしょうから、この点での

思いだけでもお聞かせ願えませんか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 私の思いとしては、やはり

林業も含めて１次産業というのをしっかり頑張っ

。 、ていこうということでございます さらに言えば

やはり市の政策としてというのは、これ我々が事

業者になるわけではございません。事業者がしっ

かり頑張っている分野について支えていって、そ

れを伸ばすというのが市の役割だというふうに考

えておりますので、林業に限らずさまざまな事業

を一生懸命頑張って、本当に日本一を目指すのだ

と、高い志を持って頑張っている市民の皆様を応

援する立場にあるというふうなことだけお伝えを

しておきたいと思います。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） 次に、医療、福祉の戦略、再

生ですが、この点の充実ということについては、

大事な課題だということであります。かつて都会

からＵターンしてきた若者夫婦がありまして、ち

ょうど帰ってきて２年目にして、総合病院に小児

科があるところで生活するということでＵターン

して帰ってしまった例が我がまちにあります。で

すから、そういう点でも非常に、先ほど答弁の中

で若者のこともありましたけれども、そういう点

での医療、福祉の充実という点では、本当に欠か

せない重大課題でありますから、この総合戦略と

の位置づけの中にある意味ではしっかりしていた

だきたいというふうなものを持っておりますけれ

ども、壇上でも言いましたけれども、やはりコン

パクトにまとめるという、地方創生は、国ではそ

う思っているわけですね。そうすると、例えば川

内地区、大畑地区、脇野沢地区でも本庁のほうが

、 、 、すぱっと 仮にいったとしても それを取り巻く

川内地区で言えば17なら17の集落、これらの人々

は、ではどうなるのだと。先ほど同僚議員から公

共バスの問題も出ておりましたけれども、そうい

う点で切り捨てられていってしまうのではないか

と、消滅してしまうのではないかと、そういう危
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、 、 、 。惧 本当に持つわけです 実際 住んでみていて

ですから、そういう点での配慮といいますか、計

画といいますか、そういう点もきちんとしていっ

てほしいなと思っておりますけれども、これにつ

いてのお考えもお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

このまち・ひと・しごと総合戦略でありますけ

れども、これは基本的には自由度が非常に高い計

画だというふうに思います。その意味は、市町村

ごとに定められる、その項目についても我々が選

べると、こういうことであります。ですから、決

して私は今定例会の冒頭の議論、大瀧議員との議

論の中でコンパクトシティというのは、一つにま

とめるということではなくて、あくまでもそれぞ

れの拠点を大切にしていくという思想があるとい

うことを述べさせていただきましたけれども、こ

の総合戦略の中でどういうふうなことを書くかと

いうのはこれからでありますが、思想として今あ

る拠点をしっかり大事にしていくということは、

繰り返しになりますが、述べさせていただきたい

と思います。

〇議長（山本留義） ３番。

〇３番（工藤孝夫） この問題の最後に、地方六団

体の中でも今大きな反対がされていることに道州

制の問題があります。この道州制については、政

府のほうでは決して否定はしておりません。堂々

と推し進めていきますと、幾ら地方六団体が反対

、 。しようがどうしようが こういう姿勢であります

、 、憲法上で言えば これが進められていきますと

地方公共団体がなくなるわけですから、そういう

点では、それこそ国の成り立ちを変えてしまうほ

どの政策なわけです。この点について、地方創生

との関連で市長はどのように考えているのか、最

後にお聞きします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず道州制についての総論については、繰り返

しになりますけれども、一般質問の場であります

ので、これは感想ということになるかもしれませ

、 、んが 少なくとも私今の道州制の議論の方向性で

これが国の機関なのか、それとも地方公共団体に

なるのかということまで議論が詰まっているとい

うようには見ておりません。そういったことはさ

ておき、そういう国の機構がどうあろうが、私と

しては今このむつ市で市長をやらせていただいて

いるわけですから、このむつ市の成長のためにま

ち・ひと・しごと総合戦略を使って国と連携をし

ながらしっかりとした地域づくりを行っていきた

いというふうに考えています。

〇議長（山本留義） これで、工藤孝夫議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（山本留義） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明３月10日は東健而議員、浅利竹二郎議

員、鎌田ちよ子議員、佐賀英生議員の一般質問を

行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時３８分 散会
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